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合計 治癒 完了 死亡 失敗 脱落 転出 治療中 不明

R４年 121 43 38 35 0 0 2 2 1

R5年 122 41 40 34 0 2 1 4 0

R6年 140 45 51 34 0 3 3 4 0

市市町町村村別別結結核核罹罹患患率率ととＢＢＣＣＧＧ接接種種率率
令和６年奈良県内の罹患率は、奈良市保健所管内8.3、郡山保健所管内7.8、中和保健所管内7.1、吉野保健
所管内23.9であった。また、25市町村でBCG接種率95％以上であった。

新新登登録録活活動動性性結結核核患患者者のの化化療療内内容容（（令令和和６６年年）） 新新登登録録全全結結核核８８００歳歳未未満満中中ＰＰＺＺＡＡ（（ピピララジジナナママイイドド））をを含含むむ４４剤剤治治療療割割合合

前前年年新新登登録録患患者者のの治治療療成成績績
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喀
痰
塗
抹
陽
性
患
者

P
Z
A
含
む
４
剤
使
用
率
（
％
）

奈良県

全国

ＩＮＨ及びＲＦＰ及

びＰＺＡとEBまたは
ＳＭの４剤併用

51%

ＩＮＨ及びＲＦＰ及

びＰＺＡの３剤併用

1%

上記以外のＩＮＨ

及びＲＦＰを含む３

剤以上

42%

ＩＮＨ及びＲＦＰの２

剤併用

0%

その他の２剤併用

0%

その他の３剤以上

併用

1% ＩＮＨ単独

1%

その他の単独

0%

不明・化療なし

4%

※天川村のBCG接種対象者はい

奈奈
良良
県県
感感
染染
症症
発発
生生
動動
向向
調調
査査
事事
業業
実実
施施
要要
綱綱

 

 第
１

 
趣
旨
及
び
目
的
 

 
 
感
染
症
発
生
動
向
調
査
事
業
に
つ
い
て
は
、
昭
和
５
６
年
７
月
か
ら
１
８
疾
病
を
対
象
に
開
始
さ
れ
、

昭
和
６
２
年
１
月
か
ら
は
コ
ン
ピ
ュ
タ
ー
を
用
い
た
オ
ン
ラ
イ
ン
シ
ス
テ
ム
に
お
い
て
２
７
疾
病
を

対
象
と
す
る
等
、
充
実
・
拡
大
さ
れ
て
運
用
さ
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
平
成
１
０
年
９
月
に
「
感

染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
」（
平
成
１
０
年
法
律
第
１
１
４
号
。

以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
が
成
立
し
、
平
成
１
１
年
４
月
か
ら
施
行
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
法
に
基
づ

く
施
策
と
し
て
感
染
症
発
生
動
向
調
査
が
位
置
づ
け
ら
れ
た
。
本
事
業
は
、
感
染
症
の
発
生
情
報
の
正

確
な
把
握
と
分
析
、
そ
の
結
果
の
国
民
や
医
療
関
係
者
へ
の
迅
速
な
提
供
・
公
開
に
よ
り
、
感
染
症
に

対
す
る
有
効
か
つ
的
確
な
予
防
・
診
断
・
治
療
に
係
る
対
策
を
図
り
、
多
様
な
感
染
症
の
発
生
及
び
ま

ん
延
を
防
止
す
る
と
と
も
に
、
病
原
体
情
報
を
収
集
、
分
析
す
る
こ
と
で
、
流
行
し
て
い
る
病
原
体
の

検
出
状
況
及
び
特
性
を
確
認
し
、
適
切
な
感
染
症
対
策
を
立
案
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
医
師
等
の

医
療
関
係
者
の
協
力
の
も
と
、
的
確
な
体
制
を
構
築
し
て
い
く
こ
と
と
す
る
。
 

 第
２

 
対
象
感
染
症
 

 
 
本
事
業
の
対
象
と
す
る
感
染
症
は
次
の
と
お
り
と
す
る
。
 

  
１

 
全
数
把
握
の
対
象
 

 
 
一
類
感
染
症
 

(
1
)
エ
ボ
ラ
出
血
熱
、
(
2)
ク
リ
ミ
ア
・
コ
ン
ゴ
出
血
熱
、
(3
)
痘
そ
う
、
(
4
)南
米
出
血
熱
、
(
5
)

ペ
ス
ト
、

(6
)
マ
ー
ル
ブ
ル
グ
病
、

(
7
)ラ
ッ
サ
熱
 

  
 
二
類
感
染
症
 

(
8
)
急
性
灰
白
髄
炎
、

(
9
)結
核
、

(
1
0
)ジ
フ
テ
リ
ア
、

(1
1
)
重
症
急
性
呼
吸
器
症
候
群
（
病

原
体
が
ベ
ー
タ
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
属
Ｓ
Ａ
Ｒ
Ｓ
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
、

（
1
2
）
中
東
呼
吸
器
症
候
群
（
病
原
体
が
ベ
ー
タ
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
属
Ｍ
Ｅ
Ｒ
Ｓ
コ
ロ
ナ
ウ
イ

 

ル
ス
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
、

(
1
3
)鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
（
Ｈ
５
Ｎ
１
）
、

(
1
4
)鳥
イ
ン
フ

ル
エ
ン
ザ
（
Ｈ
７
Ｎ
９
）
 

  
 
三
類
感
染
症
 

(
1
5
)
コ
レ
ラ
、
(
1
6)
細
菌
性
赤
痢
、
(
1
7)
腸
管
出
血
性
大
腸
菌
感
染
症
、
(
1
8)
腸
チ
フ
ス
、
(
1

9
)
パ
ラ
チ
フ
ス
 

  
 
四
類
感
染
症
 

(
2
0
)
Ｅ
型
肝
炎
、

(2
1
)
ウ
エ
ス
ト
ナ
イ
ル
熱
（
ウ
エ
ス
ト
ナ
イ
ル
脳
炎
を
含
む
。
）
、
(
2
2
)

Ａ
型
肝
炎
、
(
2
3
)
エ
キ
ノ
コ
ッ
ク
ス
症
、
(
2
4
)
エ
ム
ポ
ッ
ク
ス
、
(
2
5)
黄
熱
、
(
2
6
)
オ
ウ
ム
病
、

（
2
7
）
オ
ム
ス
ク
出
血
熱
、
(
2
8
)
回
帰
熱
、

(
2
9)
キ
ャ
サ
ヌ
ル
森
林
病
、

(
3
0)
Ｑ
熱
、
(
3
1
)
狂

犬
病
、

(
3
2)
コ
ク
シ
ジ
オ
イ
デ
ス
症
、

 (
3
3
)
ジ
カ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
、

(
3
4)
 
重
症
熱
性
血
小

板
減
少
症
候
群
（
病
原
体
が
フ
レ
ボ
ウ
イ
ル
ス
属
Ｓ
Ｆ
Ｔ
Ｓ
ウ
イ
ル
ス
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
、

(
3
5
)
腎
症
候
性
出
血
熱
、

(3
6
)
西
部
ウ
マ
脳
炎
、

(
3
7
)ダ
ニ
媒
介
脳
炎
、

(
3
8)
炭
疽
、
(
3
9
)
チ

ク
ン
グ
ニ
ア
熱
、

(4
0
)
つ
つ
が
虫
病
、

(4
1
)
デ
ン
グ
熱
、
(
4
2
)
東
部
ウ
マ
脳
炎
、

(
4
3)
鳥
イ
ン

フ
ル
エ
ン
ザ
（
Ｈ
５
Ｎ
１
及
び
Ｈ
７
Ｎ
９
を
除
く
。
）
、
(
4
4
)
ニ
パ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
、

(
4
5
)

日
本
紅
斑
熱
、
(
4
6
)日
本
脳
炎
、
(
4
7
)ハ
ン
タ
ウ
イ
ル
ス
肺
症
候
群
、
(
4
8
)
Ｂ
ウ
イ
ル
ス
病
、
(4

9
)
鼻
疽
、

(5
0
)
ブ
ル
セ
ラ
病
、

(
5
1
)
ベ
ネ
ズ
エ
ラ
ウ
マ
脳
炎
、

(
5
2
)ヘ
ン
ド
ラ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
、

(
5
3
)発
し
ん
チ
フ
ス
、
(
5
4
)
ボ
ツ
リ
ヌ
ス
症
、

(
5
5)
マ
ラ
リ
ア
、

(
5
6
)野
兎
病
、
(
5
7
)
ラ

イ
ム
病
、

(5
8
)
リ
ッ
サ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
、

(
5
9)
リ
フ
ト
バ
レ
ー
熱
、

(
6
0
)類
鼻
疽
、
(
6
1
)
レ

ジ
オ
ネ
ラ
症
、

(
6
2)
レ
プ
ト
ス
ピ
ラ
症
、

(
6
3
)ロ
ッ
キ
ー
山
紅
斑
熱
 

 

五
類
感
染
症

(
全
数
) 

(
6
4
)
ア
メ
ー
バ
赤
痢
、
(
65
)ウ
イ
ル
ス
性
肝
炎
（
Ｅ
型
肝
炎
及
び
Ａ
型
肝
炎
を
除
く
。
）
、
(
6

6
)
カ
ル
バ
ペ
ネ
ム
耐
性
腸
内
細
菌
目
細
菌
感
染
症
、

(
6
7)
急
性
弛
緩
性
麻
痺
（
急
性
灰
白
髄
炎

を
除
く
。
）

(
6
8
)急
性
脳
炎
（
ウ
エ
ス
ト
ナ
イ
ル
脳
炎
、
西
部
ウ
マ
脳
炎
、
ダ
ニ
媒
介
脳
炎
、

東
部
ウ
マ
脳
炎
、
日
本
脳
炎
、
ベ
ネ
ズ
エ
ラ
ウ
マ
脳
炎
及
び
リ
フ
ト
バ
レ
ー
熱
を
除
く
。
）
、
(
6

9
)
ク
リ
プ
ト
ス
ポ
リ
ジ
ウ
ム
症
、

(
7
0
)ク
ロ
イ
ツ
フ
ェ
ル
ト
・
ヤ
コ
ブ
病
、

(7
1
)
劇
症
型
溶
血

性
レ
ン
サ
球
菌
感
染
症
、

(7
2
)
後
天
性
免
疫
不
全
症
候
群
、

(
7
3
)
ジ
ア
ル
ジ
ア
症
、

(7
4
)
侵
襲

性
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
菌
感
染
症
、

(
7
5
)侵
襲
性
髄
膜
炎
菌
感
染
症
、

(7
6
)
侵
襲
性
肺
炎
球
菌
感

染
症
、

(
7
7)
水
痘
（
患
者
が
入
院
を
要
す
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
、

(
7
8)
先
天
性

風
し
ん
症
候
群
、

(7
9
)
梅
毒
、

(
8
0
)
播
種
性
ク
リ
プ
ト
コ
ッ
ク
ス
症
、

(
8
1
)破
傷
風
、
(
8
2
)
バ

ン
コ
マ
イ
シ
ン
耐
性
黄
色
ブ
ド
ウ
球
菌
感
染
症
、
(8
3
)
バ
ン
コ
マ
イ
シ
ン
耐
性
腸
球
菌
感
染
症
、

(
8
4
)
百
日
咳
、

(
8
5)
風
し
ん
、

(
8
6
)
麻
し
ん
、

(8
7
)
薬
剤
耐
性
ア
シ
ネ
ト
バ
ク
タ
ー
感
染
症
 

  

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症
 

(
1
1
4
)
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
、
(
1
1
5
)再
興
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
、
(
1
1
6
)新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
感
染
症
、

(
1
17
)
再
興
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
 

 

指
定
感
染
症

 
該
当
な
し
 

 

２
 
定
点
把
握
の
対
象
 

五
類
感
染
症
（
定
点
）
 

(
8
8
)
Ｒ
Ｓ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
、

(
8
9
)
咽
頭
結
膜
熱
、

(
9
0)
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
（
鳥
イ
ン
フ
ル

エ
ン
ザ
及
び
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症
を
除
く
。
）
、

(
9
1
)Ａ
群
溶
血
性
レ
ン
サ
球
菌

咽
頭
炎
、

(9
2
)
感
染
性
胃
腸
炎
、

(
9
3
)急
性
呼
吸
器
感
染
症

(
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ

(
鳥
イ
ン
フ
ル

エ
ン
ザ
及
び
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症
を
除
く
。
)
、
R
S
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
、
咽
頭
結
膜

熱
、
A
群
溶
血
性
レ
ン
サ
球
菌
咽
頭
炎
、
ク
ラ
ミ
ジ
ア
肺
炎

(
オ
ウ
ム
病
を
除
く
。
)、
新
型
コ
ロ

ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

(
病
原
体
が
ベ
ー
タ
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
属
の
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

(令
和
２
年

１
月
に
、
中
華
人
民
共
和
国
か
ら
世
界
保
健
機
関
に
対
し
て
、
人
に
伝
染
す
る
能
力
を
有
す
る

こ
と
が
新
た
に
報
告
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。

)
で
あ
る
も
の
に
限
る
。

)
、
百
日
咳
、
ヘ
ル
パ
ン

ギ
ー
ナ
、
マ
イ
コ
プ
ラ
ズ
マ
肺
炎
を
除
く
。
)
、

(9
4
)
 
急
性
出
血
性
結
膜
炎
、

(
95
)
 ク
ラ
ミ
ジ

ア
肺
炎
（
オ
ウ
ム
病
を
除
く
。
）
、
(
9
6
)
 細
菌
性
髄
膜
炎

(
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
菌
、
髄
膜
炎
菌
、

肺
炎
球
菌
を
原
因
と
し
て
同
定
さ
れ
た
場
合
を
除
く
。

)、
(
9
7
)
 
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

−103−



症
（
病
原
体
が
ベ
ー
タ
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
属
の
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
（
令
和
二
年
一
月
に
中
華
人

民
共
和
国
か
ら
世
界
保
健
機
関
に
対
し
て
、
人
に
伝
染
す
る
能
力
を
有
す
る
こ
と
が
新
た
に
報

告
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
、
(
9
8
)
 
水
痘
、

(
9
9
) 
性
器
ク
ラ
ミ
ジ

ア
感
染
症
、
(1
0
0
)
 
性
器
ヘ
ル
ペ
ス
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
、
(
1
0
1
)
 
尖
圭
コ
ン
ジ
ロ
ー
マ
、
(
1
0
2
)

 
手
足
口
病
、

(
1
0
3)
 
伝
染
性
紅
斑
、

(1
0
4
)
 突
発
性
発
し
ん
、

(
1
05
)
ペ
ニ
シ
リ
ン
耐
性
肺
炎

球
菌
感
染
症
、

(
1
06
)
 
ヘ
ル
パ
ン
ギ
ー
ナ
、

(
1
07
)
 
マ
イ
コ
プ
ラ
ズ
マ
肺
炎
、

(
1
0
8
) 
無
菌
性

髄
膜
炎
、

(1
0
9
)
 メ
チ
シ
リ
ン
耐
性
黄
色
ブ
ド
ウ
球
菌
感
染
症
、

(
1
10
)
 
薬
剤
耐
性
緑
膿
菌
感

染
症
、

(
1
11
)
 
流
行
性
角
結
膜
炎
、

(
1
12
)
 
流
行
性
耳
下
腺
炎
、

(
1
13
)
 
淋
菌
感
染
症
 

 

法
第
１
４
条
第
１
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
疑
似
症
（
定
点
）
 

(
1
1
8
)
 
発
熱
、
呼
吸
器
症
状
、
発
し
ん
、
消
化
器
症
状
又
は
神
経
学
的
症
状
そ
の
他
感
染
症

を
疑
わ
せ
る
よ
う
な
症
状
の
う
ち
、
医
師
が
一
般
に
認
め
ら
れ
て
い
る
医
学
的
知
見
に
基
づ
き
、

集
中
治
療
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
が
必
要
で
あ
り
、
か
つ
、
直
ち
に
特
定
の
感
染
症
と
診

断
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
判
断
し
た
も
の
。
 

 ３
 
法
第
１
４
条
第
８
項
の
規
定
に
基
づ
く
把
握
の
対
象
 

 
 

 
(
1
19
)
 
発
熱
、
呼
吸
器
症
状
、
発
し
ん
、
消
化
器
症
状
又
は
神
経
学
的
症
状
そ
の
他
感
染
症
を

疑
わ
せ
る
よ
う
な
症
状
の
う
ち
、
医
師
が
一
般
に
認
め
ら
れ
て
い
る
医
学
的
知
見
に
基
づ
き
、
集

中
治
療
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
が
必
要
で
あ
り
、
か
つ
、
直
ち
に
特
定
の
感
染
症
と
診
断
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
と
判
断
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
当
該
感
染
症
に
か
か
っ
た
場
合
の
病
状
の
程

度
が
重
篤
で
あ
る
も
の
が
発
生
し
、
又
は
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
判
断
し
、
知
事
が
指
定
届

出
機
関
以
外
の
病
院
又
は
診
療
所
の
医
師
に
法
第
１
４
条
第
８
項
に
基
づ
き
届
出
を
求
め
た
も

の
。
 

 第
３

 
実
施
主
体
 

 
 
 
県
が
実
施
主
体
と
な
り
、
県
医
師
会
等
の
協
力
を
得
て
実
施
す
る
。
但
し
、
必
要
に
応
じ
て
事
業

の
一
部
を
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

 第
４

 
実
施
体
制
の
整
備
 

 
 
情
報
処
理
の
総
合
的
か
つ
円
滑
な
推
進
を
図
る
た
め
、
次
の
体
制
を
整
備
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 
 
１

 
奈
良
県
感
染
症
情
報
セ
ン
タ
ー
 

 
 
 
奈
良
県
感
染
症
情
報
セ
ン
タ
ー
（
以
下
「
県
セ
ン
タ
ー
」
と
い
う
。
）
は
、
県
内
に
お
け
る
患
者

情
報
、
疑
似
症
情
報
及
び
病
原
体
情
報
を
収
集
、
分
析
し
、
全
国
情
報
と
併
せ
て
、
こ
れ
ら
を
速
や

か
に
保
健
所
、
県
医
師
会
等
の
関
係
機
関
及
び
県
民
へ
提
供
す
る
た
め
に
、
保
健
研
究
セ
ン
タ
ー
内

に
設
置
す
る
。
 

  
 
２

 
保
健
所
 

 
 
 
保
健
所
は
、
感
染
症
に
つ
い
て
患
者
情
報
等
を
収
集
し
、
県
セ
ン
タ
ー
及
び
本
庁
疾
病
対
策
課
へ

報
告
す
る
も
の
と
す
る
。
ま
た
、
県
セ
ン
タ
ー
か
ら
提
供
の
あ
っ
た
情
報
を
市
町
村
等
へ
提
供
す

る
も
の
と
す
る
。
 

  
 
３

 
保
健
研
究
セ
ン
タ
ー
 

 
 
 
保
健
研
究
セ
ン
タ
ー
は
、
県
域
内
（
奈
良
市
を
除
く
。
）
に
お
け
る
本
事
業
に
係
わ
る
患
者
の
検

体
又
は
当
該
感
染
症
の
病
原
体
（
以
下
「
検
体
等
」
と
い
う
。
）
の
検
査
を
実
施
す
る
。
ま
た
、
診

断
し
た
医
師
等
よ
り
送
付
さ
れ
た
検
体
等
に
つ
い
て
、
別
に
定
め
る
奈
良
県
保
健
研
究
セ
ン
タ
ー
病

原
体
等
検
査
業
務
管
理
要
領
（
以
下
「
病
原
体
検
査
要
領
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
き
検
査
を
実
施
し
、

検
査
の
信
頼
性
確
保
に
努
め
る
。
そ
の
結
果
に
つ
い
て
は
速
や
か
に
診
断
し
た
医
師
に
通
知
す
る
と

と
も
に
検
査
情
報
と
し
て
、
県
セ
ン
タ
ー
等
へ
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。
 

  
 
４

 
指
定
届
出
機
関
及
び
指
定
提
出
機
関
（
定
点
）
 

 
（
１
）
本
庁
疾
病
対
策
課
は
、
定
点
把
握
対
象
の
感
染
症
に
つ
い
て
、
患
者
及
び
当
該
感
染
症
に
よ

り
死
亡
し
た
者
（
法
第
１
４
条
第
１
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
五
類
感
染
症
に
限
る
。
）

の
情
報
及
び
疑
似
症
情
報
を
収
集
す
る
た
め
、
法
第
１
４
条
第
１
項
に
規
定
す
る
指
定
届
出

機
関
と
し
て
、
別
に
定
め
る
「
奈
良
県
感
染
症
発
生
動
向
調
査
実
施
要
領
（
以
下
「
要
領
」

と
い
う
。
）
」
第
４
の
２
及
び
第
５
の
２
に
よ
り
患
者
定
点
及
び
疑
似
症
定
点
を
あ
ら
か
じ

め
選
定
す
る
。
 

（
２
）
本
庁
疾
病
対
策
課
は
、
定
点
把
握
対
象
の
五
類
感
染
症
に
つ
い
て
、
検
体
等
を
収
集
す
る
た

め
、
別
に
定
め
る
要
領
第
４
の
２
に
よ
り
病
原
体
定
点
を
あ
ら
か
じ
め
選
定
す
る
。
な
お
、

法
施
行
規
則
第
７
条
の
３
に
規
定
す
る
五
類
感
染
症
に
つ
い
て
は
、
法
第
１
４
条
の
２
第
１

項
に
規
定
す
る
指
定
提
出
機
関
と
し
て
、
病
原
体
定
点
を
選
定
す
る
。
 

（
３
）
４
の
（
１
）
及
び
（
２
）
に
よ
り
あ
ら
か
じ
め
選
定
さ
れ
た
当
該
定
点
を
知
事
が
指
定
す
る
。

な
お
、
定
点
の
指
定
期
間
は
２
年
と
す
る
が
再
指
定
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
。
 

 第
５

 
奈
良
県
感
染
症
発
生
動
向
調
査
企
画
委
員
会
及
び
同
小
委
員
会
 

 
 
 
奈
良
県
感
染
症
発
生
動
向
調
査
企
画
委
員
会
及
び
同
小
委
員
会
を
別
に
定
め
る
「
奈
良
県
感
染
症

発
生
動
向
調
査
企
画
委
員
会
及
び
同
小
委
員
会
設
置
要
領
」
に
よ
り
設
置
し
、
感
染
症
発
生
動
向
調

査
に
必
要
な
情
報
の
分
析
を
行
い
、
未
然
に
感
染
症
集
団
発
生
の
防
止
に
資
す
る
。
 

 第
６

 
実
施
方
法
等
 

 
 
 
 
別
に
定
め
る
要
領
に
よ
り
行
う
。
 

  
 

 
附
 
則
 

 
 
こ
の
実
施
要
綱
は
、
平
成
１
５
年
１
１
月
５
日
よ
り
施
行
す
る
。
 

 
 
こ
の
実
施
要
綱
の
一
部
改
正
は
、
平
成
１
８
年
４
月
１
日
よ
り
施
行
す
る
。
 

 
 
こ
の
実
施
要
綱
の
一
部
改
正
は
、
平
成
１
８
年
６
月
９
日
よ
り
施
行
す
る
。
 

 
 
こ
の
実
施
要
綱
の
一
部
改
正
は
、
平
成
１
８
年
１
１
月
２
２
日
よ
り
施
行
す
る
。
 

 
こ
の
実
施
要
綱
の
一
部
改
正
は
、
平
成
１
９
年
４
月
１
日
よ
り
施
行
す
る
。
 

 
こ
の
実
施
要
綱
の
一
部
改
正
は
、
平
成
２
０
年
１
月
１
日
よ
り
施
行
す
る
。
 

 
こ
の
実
施
要
綱
の
一
部
改
正
は
、
平
成
２
０
年
５
月
１
２
日
よ
り
施
行
す
る
。
 

 
こ
の
実
施
要
綱
の
一
部
改
正
は
、
平
成
２
３
年
４
月
１
日
よ
り
施
行
す
る
。
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こ
の
実
施
要
綱
の
一
部
改
正
は
、
平
成
２
５
年
１
０
月
１
４
日
よ
り
施
行
す
る
。
 

 
こ
の
実
施
要
綱
の
一
部
改
正
は
、
平
成
２
７
年
１
月
２
１
日
よ
り
施
行
す
る
。
 

 
 
こ
の
実
施
要
綱
の
一
部
改
正
は
、
平
成
２
８
年
４
月
１
日
よ
り
施
行
す
る
。
 

 
こ
の
実
施
要
綱
の
一
部
改
正
は
、
平
成
３
０
年
１
月
１
日
よ
り
施
行
す
る
。
 

こ
の
実
施
要
綱
の
一
部
改
正
は
、
平
成
３
０
年
４
月
１
日
よ
り
施
行
す
る
。
 

こ
の
実
施
要
綱
の
一
部
改
正
は
、
平
成
３
０
年
５
月
１
日
よ
り
施
行
す
る
。
 

こ
の
実
施
要
綱
の
一
部
改
正
は
、
平
成
３
１
年
４
月
１
日
よ
り
施
行
す
る
。
 

こ
の
実
施
要
綱
の
一
部
改
正
は
、
令
和
２
年
２
月
１
日
よ
り
施
行
す
る
。
 

こ
の
実
施
要
綱
の
一
部
改
正
は
、
令
和
３
年
２
月
１
３
日
よ
り
施
行
す
る
。
 

こ
の
実
施
要
綱
の
一
部
改
正
は
、
令
和
４
年
１
０
月
３
１
日
よ
り
施
行
す
る
。
 

こ
の
実
施
要
綱
の
一
部
改
正
は
、
令
和
５
年
５
月
８
日
よ
り
施
行
す
る
。
 

こ
の
実
施
要
綱
の
一
部
改
正
は
、
令
和
５
年
５
月
２
６
日
よ
り
施
行
す
る
。
 

こ
の
実
施
要
綱
の
一
部
改
正
は
、
令
和
７
年
４
月
７
日
よ
り
施
行
す
る
。
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奈奈
良良
県県

感感
染染
症症
発発
生生
動動
向向
調調
査査
事事
業業
実実
施施
要要
領領
 

 第
１
 
目
的
 

こ
の
要
領
は
、
「
奈
良
県
感
染
症
発
生
動
向
調
査
事
業
実
施
要
綱
」
（
以
下
「
要
綱
」
と
い

う
。
）
第

６
に
基
づ
く
感
染
症
発
生
動
向
調
査
事
業
実
施
に
係
る
事
項
を
定
め
る
。
 

 第
２
 
一
類
感
染
症
、
二
類
感
染
症
、
三
類
感
染
症
、
四
類
感
染
症
、
五
類
感
染
症
（
要
綱

第
２
の
 

(
7
5
)
、
(
8
5
)及

び
(
8
6
)）

、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症
及
び
指
定
感
染
症
 

 

１
 
調
査

単
位
及
び
実
施
方
法

 

（
１
）

 診
断

又
は
検
案

し
た
医
師
 

一
類
感
染
症
、
二
類
感
染
症
、
三
類
感
染
症
、
四
類
感

染
症
、
五
類
感
染
症
（

要
綱

第
２
の
(
75
)、

(
8
5
)
及
び

(
86
)
）
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ

ン
ザ
等
感
染
症

及
び
指
定
感
染
症
を
届
出
基
準
等
通
知
に
基

づ
き
診
断
し
た
場
合

及
び
当
該
感
染
症

に
よ
り
死
亡
し
た
者
（
当
該
感
染
症
に
よ
り

死
亡
し
た
と
疑

わ
れ
る
者

を
含
む
。

）
の
死
体

を
検
案

し
た
場
合
は
、
国
が

定
め
る
基
準
に
基
づ
き
直
ち
に
最
寄
り

の
保
健
所
に
届
出
を
行
う
。
当
該
届
出
は
、
感
染
症
サ
ー
ベ
イ
ラ
ン
ス
シ
ス
テ
ム
へ
の
入
力
に
よ
り

行
う
こ
と

を
基
本
と
す
る
が
、
感
染
症
サ
ー
ベ
イ
ラ
ン
ス
シ
ス
テ
ム
の
入
力
環
境
が
な
い
場
合
に
は
、

最
寄
り
の
保
健
所
が
定
め
る
方
法
に
よ
り
行
っ
て
差
し
支
え
な
い
。
 

 

（
２
）
検

体
等
を
所
持
し

て
い
る
医
療
機
関
等
 

保
健
所
等
か
ら
当
該
患
者
の
病
原
体
検
査
の
た
め
の
検

体
又
は
当
該
感
染
症
の
病
原
体
（
以
下
「
検

体
等
」
と
い
う
。
）
の
提
供
の
依
頼
に
つ
い
て
、
依
頼
又
は
命
令
を
受
け
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
検

体
等
に
つ
い
て
、
別
記
様
式
１
の
検
査
票
を
添
付
し
て
提
供
す
る
。
 

 

（
３
）
 
保
健

所
 

ア
 
届
出

を
受
け
た
保
健
所
は
、

直
ち
に
届
出
内
容
の
確
認
を
行
う
と
と
も
に
、
当
該
届
出
が
感
染

症
サ
ー
ベ
イ
ラ
ン
ス
シ
ス
テ
ム
の
入
力
環
境
が
な
い
医
師
か
ら
の
届
出
で
あ
る
場
合
に
は
、

直
ち
に

感
染
症
サ
ー
ベ
イ
ラ
ン
ス
シ
ス
テ
ム
に
届
出
内
容
を
入

力
す
る
も
の
と
す
る
。
ま
た
保
健
所
は
、
病

原
体
検
査
が
必
要
と
判
断
し
た
場
合
に
は
、
検
体
等
を
所
持
し
て
い
る
医
療
機
関
等
に
対
し
て
、
病

原
体
検
査
の
た
め
の
検
体
等
の
提

供
に
つ
い
て
、
別
記
様
式
１
の
検
査
票
を
添
付
し

て
依
頼
等
す
る

も
の
と
す
る
。
 な

お
、
病
原
体
検
査
の
必
要
性
の
判
断

及
び
実
施
等
に
つ
い
て
、
必
要
に
応
じ
て
保

健
研
究
セ
ン
タ
ー
と
協
議
す
る
。
 

イ
 
保
健

所
は
、
検
体
等
の
提
供
を
受
け
た
場
合
に
は
、
別
記
様
式
１
の
検
査
票
を
添
付
し
て
保
健

研
究
セ
ン
タ
ー
へ
検
査
を
依
頼
す
る
も
の
と
す
る
。
  

ウ
 
保
健

所
は
、
届
出
を
受
け
た
感
染
症
に
係
る
発
生
状
況
等
を
把
握
し
、
市
町
村
、
指

定
届
出
機

関
、
指
定
提
出
機
関
そ
の
他
の
関
係
医
療
機
関
、
医
師
会
、
教
育
委
員
会
等
の
関
係
機
関
に
発
生
状

況
等
を
提
供
し
連
携

を
図
る
。
 

(
４
)
 保

健
研
究
セ

ン
タ

ー
 

ア
 
保
健
研
究
セ
ン
タ
ー
は
、
別
記
様
式
１
の
検
査
票
と
検

体
等
が

送
付
さ
れ
た
場
合
に

あ
っ
て
は
、

別
に
定
め
る
奈

良
県

保
健

研
究

セ
ン
タ

ー
病

原
体

等
検

査
業

務
管
理

要
領

（
以

下
「

病
原

体
検
査

要

領
」
と
い
う
。

）
に

基
づ

き
当

該
検
体

等
を

検
査

し
、

そ
の

結
果
を

保
健

所
を

経
由

し
て

診
断
し

た

医
師
に
通
知
す

る
と

と
も

に
、
保
健
所
、
本
庁
疾
病
対
策
課
及

び
奈
良

県
感

染
症

情
報

セ
ン

タ
ー
（
以

下
「
県
セ
ン
タ

ー
」

と
い

う
。

）
、
中

央
感
染
症

情
報

セ
ン

タ
ー
等

と
情

報
共

有
す

る
。

ま
た
、
病

原
体
情
報
に
つ
い
て

、
速

や
か

に
中
央

感
染

症
情

報
セ

ン
タ

ー
に
報
告
す
る
。
 

イ
 
検
査
の
う
ち
、
保
健
研
究
セ
ン
タ

ー
に
お
い
て
実
施
す
る

こ
と

が
困

難
な

も
の

に
つ

い
て
は

、

必
要
に
応
じ
て
、
他

の
都

道
府

県
等
又

は
国
立
健
康
危
機
管

理
研
究
機
構
に
協
力
を
依
頼

す
る
。
 

ウ
 
保
健
研
究
セ
ン

タ
ー

は
、

患
者
が

一
類

感
染

症
と

診
断

さ
れ
て

い
る

場
合

、
県

域
を

超
え
た

感

染
症
の
集
団
発
生
が

あ
っ

た
場

合
等
の

緊
急

の
場

合
及

び
国

か
ら
提

出
を

求
め

ら
れ

た
場

合
に
あ

っ

て
は
、
検
体
等
を
国

立
健

康
危

機
管
理

研
究

機
構

に
送

付
す

る
。
 

 

（
５
）
県
セ
ン
タ
ー
 

ア
 
県
セ
ン
タ
ー
は

、
そ

れ
ぞ

れ
の
管

内
の

患
者

情
報

に
つ

い
て
保

健
所

等
か
ら
情
報
の

入
力
が

あ

り
次
第
、
登
録
情
報

の
確

認
を
行
う
。
 

イ
 
県
セ
ン
タ

ー
は
、
県
内
の
全
て
の
患
者
情
報
及
び
病
原
体
情
報
を
収
集
、
分
析
す
る
と
と
も

に
、

そ
の
結
果
を
週

報
（

月
単

位
の

場
合
は

月
報

）
等

と
し

て
公

表
さ
れ

る
全

国
情

報
と

併
せ

て
、
本

庁
疾
病
対
策
課

、
保

健
所

及
び

県
医
師
会
等
の
関
係
機
関
に

提
供
・
公
開

す
る
。
 

 

（
６
）
本
庁
疾
病
対

策
課
 

本
庁
疾
病
対
策
課
は

、
県

セ
ン

タ
ー
が

収
集

、
分

析
し

た
患

者
情
報

及
び

病
原

体
情

報
を

感
染
症

対
策
に
利
用
し
、
関

係
機

関
と

の
連
携

・
調

整
を

行
う

。
な

お
、
緊

急
の

場
合

及
び

国
か

ら
対
応

を

求
め
ら
れ
た
場
合
に

お
い

て
は

、
本

庁
疾
病
対
策
課

は
、
直
接
必
要
な
情
報
を
収
集
す
る
と
と
も
に
、

国
及
び
他
の
都
道
府

県
等

と
も

連
携
の

上
、

迅
速

な
対

応
を

行
う
。
 

  
（
７
）
情
報
の
報
告
等
 

 
ア
 
知
事
、
保
健

所
を

設
置

す
る
市

の
長

は
、

そ
の

管
轄

す
る
区

域
外

に
居

住
す

る
者

に
つ
い

て
法

第
１
２
条
第
１
項
に

規
定
に
よ
る
届
出
を
受
け
た
と
き

は
、

当
該
届

出
の

内
容

を
、

そ
の

居
住
地

を

管
轄
す
る
都
道
府
県

知
事

、
保

健
所
を

設
置

す
る

市
又

は
特

別
区
の

長
（

以
下

、
「

都
道

府
県
知

事

等
」
）
と
い
う

。
）

に
通

報
す

る
。
 

 
イ
 
保
健
所
を
設
置
す
る
市

の
長
は

、
厚

生
労

働
大

臣
に

対
し
て

、
 

・
 
法
第
１
２
条
に

規
定

に
よ

る
発

生
届
出

の
一
連
に
事
務
の
中
で
、
同
条
第
２
項
の
報
告
を
行
う
場

合
 

・
 
法
第
１
５
条
の

規
定

に
よ

る
積

極
的
疫

学
調

査
に

一
連

の
事

務
の
中

で
、
同

条
第

１
３
項

の
報
告

を
行
う
場

合
は

、
併

せ
て

知
事

に
報
告

す
る

。
 

ウ
 
知
事
、
保

健
所

を
設

置
す

る
市
の

長
は
、
他
の
都
道
府

県
知
事
等
が
管
轄
す
る

区
域

内
に
お

け
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る
感
染
症
の
ま
ん
延
を
防
止
す

る
た
め
に
必
要
な
場
合
は
、

法
第
１
５
条
の
規
定
に
よ
る
積
極
的
疫

学
調
査
の
結
果
を
当

該
他
の
都
道
府
県
知
事
等
に
通
報
す
る
。
 

 
エ
 
ア
～
ウ
の
報
告
等
に
つ
い
て
、
感
染
症
サ
ー
ベ
イ
ラ
ン
ス
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
相
互
に
情
報
を
閲

覧
で
き
る
措
置
を
講
じ
た
場
合
は
、
当
該
報
告
を
し
た
も
の
と
み
な
す
。
 

 

第
３
 
全
数
把
握
対
象
の
五
類
感
染
症
（
要
綱
第
２
の

(
75
)
、

(
8
5)
及
び
(
8
6)
を
除
く
。
）
 

１
 
調
査

単
位
及
び
実
施
方
法

 

（
１
）
 
診
断
又
は
検
案

し
た
医
師
 

全
数
把
握
対
象
の
五
類
感
染
症
（

要
綱
第
２
の
(
7
5
)、

(
85
)
及
び
(8
6
)を

除
く
。
）
の
患
者
を
診

断
し
た
又

は
当
該
感
染
症

に
よ
り

死
亡
し
た
者
（
当
該

感
染
症
に
よ
り
死
亡
し
た
と

疑
わ
れ
る
者
を

含
む
。
）

の
死
体
を

検
案
し
た
医
師
は
、
国
が
定
め
る
基
準

に
基
づ
き
診
断
後
７
日
以
内
に
最
寄
り

の
保
健
所
に
届
出
を
行
う
。
当
該
届
出
は
、
感
染
症
サ
ー
ベ
イ
ラ
ン
ス
シ
ス
テ
ム
へ
の
入
力
に
よ
り

行
う
こ
と

を
基
本
と
す
る
が
、
感
染
症
サ
ー
ベ
イ
ラ
ン
ス
シ
ス
テ
ム
の
入
力
環
境
が
な
い

場
合
に
は
、

最
寄
り
の
保
健
所
が
定
め
る
方
法
に
よ
り
行
っ
て
差
し
支
え
な
い
。

  

 

（
２
）
検
体
等
を
所
持
し
て
い
る
医
療
機
関

等
 

保
健
所
か
ら
当
該
患
者
の
病
原
体
検
査
の
た
め
の
検
体

等
の
提
供
の
依
頼
を
受
け
た
場
合
に
あ
っ

て
は
、
検
体
等
に
つ
い
て
、
保
健
所
に

協
力
し
、
別
記
様
式

１
の
検
査
票
を
添
付
し
て
提

供
す
る
。
 

 

（
３
）
 
保
健

所
  

ア
 
届
出

を
受
け
た

保
健
所
は
、
直
ち
に
届
出
内
容
の
確
認
を
行
う
と
と
も
に
、
当
該
届
出
が
感
染

症
サ
ー
ベ

イ
ラ
ン
ス
シ
ス
テ
ム
の
入
力
環
境
が
な
い
医
師
か
ら

の
届
出
で
あ
る
場
合
に
は
、
直
ち
に

感
染
症
サ
ー
ベ
イ
ラ
ン
ス
シ
ス
テ
ム
に
届
出
内
容
を
入

力
す
る
も
の
と
す
る
。
ま
た

、
保
健
所
は
、

病
原
体
検

査
が
必
要
と
判
断
し
た
場
合
に
は
、
検
体
等
を
所
持
し
て
い
る
医
療
機
関
等
に
対
し
て
、

病
原
体
検

査
の
た
め
の
検
体
等
の
提
供
に
つ
い
て
、
別
記
様
式
１
の
検
査
表
を
添
付
し
て
依
頼
す
る

も
の
と
す
る
。
な
お
、
病
原
体
検
査
の
必
要
性
の
判
断
及
実
施
等
に
つ
い
て
、
必
要
に
応
じ
て
保
健

研
究
セ
ン
タ
ー
と
協
議
す
る
。

 

イ
 

保
健
所
は
、
検
体
等

の
提
供
を
受
け
た
場
合
、
別
記
様
式

１
の
検
査
票
を
添
付
し
て
保
健
研
究

セ
ン
タ
ー
へ
検
査
を
依
頼
す
る
も
の
と
す
る
。
 

ウ
 
保
健
所
は
、
届
出
を
受
け
た
感
染
症
に
係
る
発
生
状
況
等
を
把
握
し
、
市
町
村
、
指
定
届
出
機

関
、
指
定
提
出
機
関
そ
の
他
の
関
係
医
療
機
関
、
医
師
会
、
教
育
委
員
会
等
の
関
係
機
関
に
発
生

状

況
等
を
提
供
し
連
携
を
図
る
。

 

 

（
４
）
保
健
研
究
セ
ン
タ
ー
 

ア
 
保
健

研
究
セ
ン
タ
ー
は
、
別
記
様
式
１
の
検
査
票
と
検
体
等
が
送
付
さ
れ
た
場
合
に
あ

っ
て
は
、

別
に
定
め
る
病
原
体
検
査
要
領
に
基
づ
き
当
該
検
体
等
を
検
査
し
、
そ
の
結
果
を
保
健
所
を
経
由
し

て
診
断
し
た
医
師
に
通
知
す
る
と
と
も
に
、
保
健
所
、
本
庁
疾
病
対
策
課
及
び
県
セ
ン
タ
ー

又
は
中

央
感
染
症
情
報
セ
ン

タ
ー

等
と

情
報
共

有
す
る
。

ま
た

、
病

原
体
情

報
に

つ
い

て
、

速
や

か
に
中

央

感
染
症
情
報
セ

ン
タ

ー
に

報
告

す
る
。
 

イ
 
検
査
の
う
ち
、

保
健

研
究

セ
ン
タ

ー
に

お
い

て
実

施
す

る
こ
と

が
困

難
な

も
の

に
つ

い
て
は

、

必
要
に
応
じ
て
、
他

の
都

道
府

県
等
又

は
国

立
健

康
危

機
管

理
研
究

機
構

に
協
力
を
依
頼
す
る
。
 

ウ
 
保
健
研
究
セ
ン

タ
ー

は
、

県
域
を

超
え

た
感

染
症

の
集

団
発
生

が
あ

っ
た

場
合

等
の

緊
急
の

場

合
及
び
国
か
ら
提
出

を
求

め
ら

れ
た
場

合
に

あ
っ

て
は

、
検

体
等
を
国
立

健
康

危
機

管
理

研
究
機

構

に
送
付
す
る
。
 

(
５
)
 県

セ
ン
タ
ー
 
 

ア
 
県
セ
ン
タ
ー
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
管
内
の

患
者
情
報

に
つ

い
て
、

保
健

所
等

か
ら

の
情

報
の
入

力
 

が
あ
り
次
第
、

登
録

情
報

の
確

認
を
行

う
。
 

イ
 
県
セ
ン
タ
ー
は
、
県
内
の
全
て
の
患
者
情
報
及
び
病
原
体
情
報
を
収
集
、
分
析
す
る
と
と
も
に
、

そ
の
結
果
を
週

報
（

月
単

位
の

場
合
は

月
報

）
等

と
し

て
公

表
さ
れ

る
全

国
情

報
と

併
せ

て
、
本

庁

疾
病
対
策
課
、

保
健

所
及

び
県

医
師
会

等
の

関
係

機
関

に
提

供
・
公

開
す

る
。
 

 

（
６
）
本
庁
疾
病
対

策
課
 

本
庁
疾
病
対
策
課
は

、
県

セ
ン

タ
ー
が

収
集

、
分

析
し

た
患

者
情
報

及
び

病
原

体
情

報
を

感
染
症

対
策
に
利
用
し
、
関

係
機

関
と

の
連
携

・
調

整
を

行
う

。
な

お
、
緊

急
の

場
合

及
び

国
か

ら
対
応

を

求
め
ら
れ
た
場
合
に

お
い

て
は

、
本

庁
疾
病
対
策
課

は
、
直
接
必

要
な
情
報

を
収

集
す

る
と

と
も
に
、

国
及
び
他
の
都

道
府

県
等

と
も

連
携
の

上
、
迅
速
な
対
応
を
行
う
。
 

 第
４
 
定
点
把
握
対

象
の

五
類

感
染
症
 

１
 
対
象
と
す
る
感
染
症
の
状
態
 

各
々
の
定
点
把

握
対

象
の

五
類

感
染
症

に
つ

い
て

、
国

が
定

め
る
報

告
基

準
を

参
考

と
し

、
当
該

疾

病
の
患
者
と
診
断
さ

れ
る

場
合

及
び
当

該
感
染
症

に
よ
り
死

亡
し
た
者
（

当
該
感
染
症
に

よ
り
死

亡
し

た
と
疑
わ
れ
る
者
を

含
む

。
）

の
死
体
と
検

案
さ
れ
る

場
合

と
す
る
。
 

 

２
 
定
点
の
選
定
 

（
１
）
 
患
者
定
点
 

 
 
 
定
点
把
握
対
象
の

五
類

感
染
症

の
発

生
状

況
を

地
域

的
に
把

握
す

る
た

め
、

本
庁

疾
病
対

策
課

は

次
の
点
に
留
意
し
、

関
係

医
師

会
等
の

協
力

を
得

て
、

医
療

機
関
の

中
か

ら
可

能
な

限
り

無
作
為

に

患
者
定
点
を
選
定
す

る
。

ま
た

、
定
点

の
選

定
に

当
た

っ
て

は
、
人

口
及

び
医

療
機

関
の

分
布
等

を

勘
案
し
て
、
で
き
る

だ
け

県
全

体
の
感

染
症

の
発

生
状

況
を

把
握
で
き
る
よ
う
考
慮
す
る
こ
と
。
 

ア
 
対
象
感
染
症
の

う
ち

、
要

綱
第
２

の
(
8
8
)、

(8
9
)、

(9
1
)
、
(
9
2
)、

(
98
)
、
(
1
0
2)
か

ら
(
10
4
)
 

ま
で
、
(
1
0
6)
及
び
(
1
12
)
に
掲

げ
る
も

の
に

つ
い

て
は

、
小

児
科
を

標
榜

す
る

医
療

機
関

（
主
と

し

て
小
児
科
医
療

を
提

供
し

て
い

る
も
の

）
を

小
児

科
定

点
と

し
て
指

定
す

る
こ

と
。

小
児

科
定
点

の

数
は
下
記
の
計

算
式

を
参

考
と

し
て
算

定
す

る
こ

と
。

こ
の

場
合
に

お
い

て
、

小
児

科
定

点
と
し

て

指
定
さ
れ
た
医

療
機

関
は

、
イ

の
急

性
呼

吸
器

感
染

症
定

点
(
(
8
8
)
、

(
8
9
)
、

(
9
0
)
、

(
9
1
)
、

(
9
3
)
、

−107−



(
9
7
)
及
び

(
10
6
)の

届
出
を
行
う
定
点
医
療
機
関
を
い
う

。
以
下

同
じ
。
)
と
し
て
協
力
す
る
よ
う
努

め
る
こ
と
。
 保

健
所
管

内
の
人
口
 

定
点
数
 

～
１
１
.
５
万
人
 

１
 

１
１
.５

万
人
～
１
８
．
５
万
人
 

２
 

１
８

．
５
万
人
～
 

３
＋

（
人
口
－
１
８
．
５
万
人
）
／
７
.５

万
人
 

イ
 
対
象

感
染
症
の
う
ち
、
要
綱
第
２
の
(
8
8
)、

(
89
)
、
(9
0
)
 
、
(
9
1
)、

(
93
)
、
(
9
7
)及

び
(
10
6
)

に
つ
い
て
は
、
前
記

ア
で
選
定
し
た
小
児
科
定
点
の
う
ち
急
性
呼
吸
器
感
染
症
定
点

と
し
て
協
力
す

る
小

児
科
定
点
に
加

え
、
内
科
を
標
榜
す
る
医
療
機
関
（
主

と
し
て
内
科
医
療
を
提
供
し
て
い
る
も

の
）
を
内
科
定
点
と
し
て
指
定
し
、
両
者
を
合
わ
せ
た

急
性
呼
吸
器
感
染
症
定
点
及
び
別
途
後
記

オ

に
定
め
る
基
幹
定
点
と
す
る
こ

と
。
内
科
定
点
の
数
は
下
記
の
計
算
式
を
参
考
と
し
て
算
定
す
る
こ

と
。
 

保
健
所
管
内
の
人
口
 

定
点
数
 

～
１
５
万
人
 

１
 

１
５
万
人
～
２
５
万
人
 

２
 

２
５

万
人
～
 

３
＋
（
人
口
－
２
５
万
人
）
／
１
０
万
人
 

な
お
、
基

幹
定
点
に
お
け
る
届
出
基
準
は
、
急
性
呼
吸
器
感
染
症
定
点
と
異
な
り
、
要
綱
第
２
の
(
90
)

及
び
(
97
)
の
入
院
患
者
に
限
定
さ
れ
る
こ
と
に
留
意
す
る
こ
と
。
 

ウ
 
対
象

感
染
症
の
う
ち
、
要
綱
第
２
の
(
9
4
)及

び
(
1
1
1)
に
掲
げ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、

眼
科
を
標

榜
す
る
医
療
機
関
（
主
と
し
て
眼
科
医
療
を
提
供
し
て
い
る
も
の
）
を
眼
科
定
点
と
し
て
指
定
す
る

こ
と
。
眼
科
定
点
の
数
は
下
記
の

計
算
式
を
参
考
と
し
て
算
定
す
る
こ
と
。
 

保
健
所
管
内
の
人
口
 

定
点
数
 

～
１
２
．
５
万
人
 

０
 

１
２

．
５
万
人
～
 

１
＋
（
人
口
－
１
２
．
５
万
人
）
／
１
５
万
人
 

エ
 
対
象

感
染
症
の
う
ち
、
要
綱
第
２

の
(
9
9
)か

ら
(
1
0
1)
ま
で
及
び
(
11
3
)に

掲
げ

る
も
の
に
つ
い

て
は
、
産
婦
人
科
、
産
科
若
し
く
は
婦
人
科
（
産
婦
人
科
系
）
、
医
療
法
施
行
令
（
昭
和
２

３
年
政

令
第
３
２
６
号
）
第
３
条
の
２
第
１
項
第
１
号
ハ
及
び
ニ
(2
)
の
規
定
に
よ
り
性
感
染
症
と
組
み
合
わ

せ
た
名
称

を
診
療
科
名
と
す
る
診
療
科
、
泌
尿
器
科
又
は
皮
膚
科
を
標
榜
す
る
医
療
機
関
（
主
と
し

て
各
々
の
標
榜
科
の
医
療
を
提
供
し
て
い
る
も
の
）
を
性
感
染
症
定
点
と
し
て
指
定
す
る
こ
と
。
性

感
染
症
定
点
の
数
は
下
記
の
計
算
式
を
参
考
と
し
て
算
定
す
る
こ
と
。
 

保
健
所
管
内
の
人
口
 

定
点
数
 

～
７
．
５
万
人
 

０
 

７
．
５
万
人
～
 

１
＋
（
人
口
－
７
．
５
万
人
）
／

１
３
万
人
 

オ
 
対
象

感
染
症
の
う
ち
、
要
綱
第
２
の
(
9
2
)の

う
ち
病
原
体
が
ロ

タ
ウ
イ
ル
ス
で
あ
る
も
の
、
(9
 

5
)
、
(9
6
)、

(
1
05
)
及
び

(
10
7)
か
ら
(1
1
0
)ま

で
に
掲
げ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
対
象
患
者
が
ほ
と
ん

ど
入
院
患
者
で
あ
る
た
め
、
患
者
を
３
０
０
人
以
上
収
容
す
る
施
設
を
有
す
る
病
院

で
あ
っ
て
内
科

及
び
外
科
を
標

榜
す

る
病

院
（

小
児
科

医
療

と
内

科
医

療
を

提
供
し

て
い

る
も

の
）

を
２

次
医
療

圏

域
毎
に
１
カ
所

以
上

、
基

幹
定

点
と
し

て
指
定
す
る
こ
と
。

 

 

（
２
）
 
病
原
体
定
点
 

病
原
体
の
分
離
等
の

検
査

情
報

を
収
集

す
る

た
め

、
本

庁
疾

病
対
策

課
は

、
次

の
点

に
留

意
し
、

医

師
会
等
の
協
力
を
得
て
病

原
体

定
点
を

選
定

す
る

。
ま

た
、

定
点
の

選
定

に
当

た
っ

て
は

、
人
口

及
び

医
療
機
関
の
分
布
等
を
勘
案
し

て
、
で

き
る

だ
け

県
全

体
の

感
染
症

の
発

生
状

況
を

把
握

で
き
る
よ
う

考
慮
す
る
こ
と
。
 
 

ア
 
医
療
機
関
を
病
原
体

定
点

と
選
定

す
る

場
合

は
、

原
則

と
し
て

、
患

者
定

点
と

し
て

選
定
さ

れ

た
医
療
機
関
の
中
か

ら
選

定
す

る
こ
と

。
 

イ
 
（
１
）
の

ア
に

よ
り

選
定

さ
れ
た

患
者

定
点

の
概

ね
１

０
％
を

小
児

科
病

原
体

定
点

と
し
て

、

要
綱
第
２
の
(
8
8
)、

(
89
)
、
(9
1
)
、

(9
2
)、

(
9
8)
、

(1
0
2
)か

ら
(
10
4
)ま

で
、

(
1
06
)
及
び

(
1
1
2)
を

対
象
感
染
症
と
す
る

こ
と

。
 

ウ
 
（
１
）
の

イ
に

よ
り

選
定

さ
れ
た

患
者

定
点

の
概

ね
１

０
％
を

急
性
呼
吸
器
感
染
症

病
原
体

定

点
と
し
て
、
要

綱
第

２
の

(
84
)
、

(
88
)
、
(
8
9
)、

(
90
)
 、

(9
1
)
、
(
9
3
)、

(
95
)
、
(
9
7
)、

(
1
0
6
)及

 

び
(
1
0
7)
を
対
象
感

染
症
と
す
る
こ
と
。
な
お
、
急
性
呼
吸
器
感
染
症

病
原

体
定

点
の
選
定

に
当
た

っ

て
は
、
小
児
科
定
点
か
ら
１
０

％
以
上

及
び

内
科

定
点

か
ら

１
０
％

以
上

を
、

そ
れ

ぞ
れ

３
定
点

と

２
定
点
を
下
回
ら
な

い
よ

う
選

定
す
る

こ
と

と
し

、
法

第
１

４
条
の

２
第

１
項

に
規

定
す

る
指
定

提

出
機
関
と
し
て
指
定

す
る

こ
と

。
 

エ
 
（
１
）
の
ウ
に
よ
り

選
定

さ
れ
た

患
者

定
点

の
概

ね
１

０
％
を

眼
科

病
原

体
定

点
と

し
て
、

要

綱
第
２
の
(
94
)
及
び

(
11
1
)を

対
象

感
染

症
と

す
る

こ
と

。
 

オ
 
（
１
）
の
オ
に

よ
り

選
定

さ
れ
た

患
者

定
点

の
全

て
を

基
幹
病

原
体

定
点

と
し

て
、

要
綱
第

２

の
(
9
2
)の

う
ち
病
原
体
が
ロ
タ
ウ
イ
ル
ス
で
あ
る
も
の
、

(9
6
)
及
び

(
1
08
)
を
対
象
感

染
症
と

す
る
こ

と
。
 

 

３
 
調
査
単
位
等
 

（
１
）
患
者
情
報
の
う

ち
、
２

の
（
１
）
の

ア
、
イ

、
ウ
及

び
オ
（
要
綱
第
２
の
(
10
5
)、

(
1
0
9
)及

び
(1

1
0
)
に
関
す
る
患
者
情
報
を
除
く

。
）
に
よ
り
選
定

さ
れ

た
患

者
定
点

に
関

す
る

も
の

に
つ

い
て
は

、

１
週
間
（
月
曜
日

か
ら

日
曜
日

）
を

調
査

単
位

と
し
て
、
２
の
（

１
）

の
エ
及
び
オ
（
要
綱
第
２
の
(
1

0
5
)
、
(1
0
9
)及

び
(
1
1
0)
に
関
す

る
患
者

情
報

の
み

）
に

よ
り

選
定
さ

れ
た

患
者

定
点

に
関

す
る
も

の

に
つ
い
て
は
、
各
月

を
調

査
単
位
と
す
る
。
な
お
、
２

の
（

1
）
の

イ
に

よ
り

選
定

さ
れ
た

患
者
定

点

は
、
(
88
)
、
(
8
9
)、

(
90
)
、
(9
1
)
、

(9
3
)、

(
9
7)
及
び

(
1
06
)
に
つ
い
て
は
、
別
に
定
め
る
届

出
基
準

に
一
致
す
る
者
と
し

て
当

該
患

者
の
総

数
を
「

急
性

呼
吸
器

感
染
症
」

と
し

て
届

出
を
行
う
ほ
か
、

(
9

0
)
及
び
(
9
7
)に

つ
い

て
は

、
疾

病
毎
の

患
者

数
を

届
出

る
こ

と
と
す

る
。
 

 （
２
）
病
原
体
情
報

の
う

ち
、
２

の
（

２
）
の

ウ
に

よ
り
選

定
さ
れ

た
病

原
体

定
点

は
、
要
綱
第
２
の

(8

4
)
、
 
(8
8
)、

(
8
9)
、

(9
0
)
 、

(
9
1
)、

(
93
)
、
(
9
5
)、

(
97
)
、

(
1
06
)
及
び
(
10
7
)に

つ
い
て

は
、
１

週

−108−



間
（
月
曜
日
か
ら
日
曜
日
）
を
調
査
単
位
と
す
る

。
そ
の
他
の
病
原
体
定
点
に
関
す
る
も
の
に
つ
い
て

は
、
各
月
を
調
査
単
位
と
す
る
。
 

 （
３
）
病

原
体
情
報
の
う
ち
、
２
の
（
２
）
の
ウ
に
よ
り
選
定
さ
れ
た
病
原
体
定
点
は
、
要
綱
第
２
の
(9

7
)
 
の
ゲ

ノ
ム

解
析
に
関
す
る
も
の
に
つ

い
て
は
、
各
月
を
調
査
単
位
と
す
る
。
 

４
 
実
施

方
法
 

（
１
）
患
者
定
点
 

ア
 
患
者
定
点
と
し
て
選
定
さ
れ
た
医
療
機
関
は
、
速
や
か
な
情
報
提
供
を
図
る
趣
旨
か
ら
、
調
査

単
位
の
期
間
の
診
療
時
に
お
け
る
国
が

定
め
る
報
告
基
準
に
よ
り
、
患
者
発
生
状
況
の
把

握
を
行
う

も
の

と
す
る
。
 

イ
 
２
の
（
１
）
に
よ
り
選
定
さ
れ
た
定
点
把
握
の
対
象
の
指

定
届
出
機
関
に
お
い
て
は
、
国
が
定

め
る
基
準

に
従
い
、

そ
れ
ぞ
れ
調
査
単
位
の
患
者
発
生
状
況
等
を
行
う
。
当
該
届
出
は
、
感
染
症
サ

ー
ベ
イ
ラ
ン
ス
シ
ス
テ
ム
へ
の
入
力
に
よ
り
行
う
こ
と

を
基
本
と
す
る
が
、
感
染
症
サ
ー
ベ
イ
ラ
ン

ス
シ
ス
テ
ム
の
入
力
環
境
が
な
い
場
合
に
は
、
最
寄
り
の
保
健
所
が
定
め
る
方
法
に
よ
り
行
っ
て
差

し
支
え
な
い
。
  

ウ
 
イ
の

届
出
に
当
た
っ
て
は
法
施
行
規
則
第
７
条
に
従
い
行
う
も
の
と
す
る
。
 

 

（
２
）
病

原
体
定
点
 

ア
 
病
原

体
定
点
と
し
て
選
定
さ
れ
た
医
療
機
関
は
、

ウ
、
エ
及
び
そ
の
他
必
要
に
応
じ
て
病
原
体

検
査
の
た
め
に
検
体
等
を
採
取
す
る
。
 

イ
 

病
原
体
定
点
は
、
検
体
等
に
つ
い
て
、
別
記
様
式
２
の
検
査
票
を
添
え
、
速
や

か
に
保
健
研
究

セ
ン
タ
ー

へ
送
付
す
る
。
 

ウ
 

２
の
（
２
）
の
イ
に
よ
り
選
定
さ
れ
た
病
原
体
定
点
に
お
い
て
は
、
要
綱
第
２

の
(8
8
)
、
(
8
9
)、

(
9
1
)
、
(
9
2
)、

(
98
)
、
(
1
0
2)
か
ら
(
10
4
)ま

で
、
(
1
06
)
及
び
(
1
1
2)
の
対
象
感
染
症
の
う
ち
、

患
者

発
生
状
況
を
踏
ま
え
県
に
お
い
て
あ
ら
か
じ
め
選
定
し
た
複
数
の
感
染
症

に
つ
い
て
、
調

査
単
位
ご

と
に
、
概
ね
４
症
例
か
ら
そ
れ

ぞ
れ
少
な
く
と
も
１
種
類
の
検
体
を
送
付
す
る
も
の
と
す
る

。
 

エ
 
２
の
（
２
）
の
ウ
に
よ
り
選
定
さ
れ
た
病
原
体
定
点
に
お
い
て
は
、
２
の
（
１
）
の
イ
に
よ
り
 

選
定
さ
れ
た
患
者
定
点
に
て
探

知
さ
れ
た
症
例
か
ら
採
取
し
、
調
査
単
位
ご
と
に
、

送
付
す
る
も
の

と
す
る
。
検
体
の
選
定
法
に
つ
い
て
は

、
原
則
、
２
の
（
２
）
の
ウ
に
よ
り
選
定
さ
れ
た
病
原
体
定

点
の
営
業
日
の
う
ち
週
は
じ
め
か
ら
数
え
て
第
２
営
業
日
に
収
集
さ
れ
た
、
は

じ
め
の
５
検
体
を
目

標
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。
な
お
、

要
綱
第
２
の
(
9
7
)の

ゲ
ノ
ム
解
析
で
用
い
る
検
体
は
地
方
衛

生
研
究
所
で
選
定
す
る
た
め
、

２
の
（
２
）
の
ウ
に
よ
り
選
定
さ
れ
た
病
原
体
定
点
で
区
別
し
送
付

す
る
必
要
は
無
い
。

 
 

 

（
３
）
検
体
等
を
所
持
し
て
い

る
医
療
機
関
等
 

保
健
所
又
は
保
健
研
究
セ
ン
タ
ー
か
ら
当
該
患
者
の
病
原
体
検
査
の
た
め
の
検
体
等
の
提

供
の
依

頼
を
受
け
た
場
合
に
あ
っ

て
は
、
検
体
等
に
つ
い
て
、
保
健
所
又
は
保
健
研
究
セ
ン
タ
ー
に
協
力
し
、

別
記
様
式
２
の

検
査

票
を

添
付

し
て
提

供
す

る
。
 
 
 
 

 

（
４
）
保
健
所
 

ア
 
届
出
を
受
け
た

保
健
所
は
、
直
ち
に
届

出
内

容
の

確
認

を
行
う

と
と

も
に

、
感

染
症

サ
ー
ベ

イ

ラ
ン
ス
シ
ス
テ
ム
の

入
力

環
境

が
な
い

医
療

機
関

か
ら

の
届

出
で
あ
る
場
合
に
は
、

患
者

定
点
か

ら

得
ら
れ
た
患
者
情
報

が
週

単
位

の
場
合

は
調

査
対

象
の

週
の

火
曜
日

ま
で

に
、

月
単

位
の

場
合
は

調

査
対
象
月
の
翌

月
の

２
日

ま
で

に
、
感
染
症

サ
ー
ベ
イ
ラ
ン

ス
シ
ス
テ
ム
に
入
力
す
る
も

の
と
し

、

併
せ
て
、
対
象
感
染

症
に

つ
い

て
の
集

団
発

生
そ

の
他

特
記

す
べ
き

情
報

に
つ

い
て

も
本

庁
疾
病
対

策
課
及
び
県
セ
ン
タ

ー
へ

報
告

す
る
。

ま
た

、
保

健
所

は
、

病
原
体

検
査

が
必

要
と

判
断

し
た
場

合

は
、
検
体
等
を

所
持

し
て

い
る

医
療
機

関
等

に
対

し
て

、
病

原
体
検

査
の

た
め

の
検

体
等

の
提
供

に

つ
い
て
、
別
記
様
式
２
の

検
査
票
を
添
付
し
て
依
頼
す

る
も

の
と
す

る
。

な
お

、
病

原
体

検
査
の

必

要
性
の
判
断
及

び
実

施
等

に
つ

い
て
、

必
要

に
応

じ
て

保
健

研
究
セ

ン
タ

ー
と

協
議

す
る

。
 

イ
 
保
健
所
は

、
検

体
等

の
提

供
を
受

け
た

場
合

に
は

、
別

記
様
式

２
の

検
査

票
を

添
付

し
て
保

健

研
究
セ
ン
タ
ー

へ
検

査
を

依
頼

す
る
も

の
と
す
る
。
 

ウ
 
保
健
所
は

、
定

点
把

握
の

対
象
の

五
類

感
染

症
の

発
生

状
況
等

を
把

握
し

、
市

町
村

、
指
定

届

出
機
関
、
指
定
提
出
機
関
そ
の
他
の
関

係
医

療
機

関
、

医
師

会
、
教

育
委

員
会

等
の

関
係

機
関
に

発

生
状
況
等
を
提
供
し

連
携

を
図

る
。
 

 

（
５
）
保
健
研
究
セ

ン
タ

ー
 

ア
 
 
 保

健
研
究
セ
ン
タ
ー
は
、
病
原
体
検
査
が
必
要
と
判
断

し
た
場

合
は
、
検
体
等
を
所
持
し
て

い

る
医
療
機
関
等

に
対

し
て

、
病

原
体
検

査
の

た
め

の
検

体
等

の
提
供

に
つ
い
て
、
別

記
様

式
２
の

検

査
票
を
添
付
し

て
依

頼
す

る
も

の
と
す

る
。
 

イ
 
保
健
研
究
セ
ン
タ
ー
は
、
別
記
様
式
２
の
検
査
票
と
検
体
等
が
送
付
さ
れ
た
場

合
に

あ
っ
て

は
、

別
に
定
め
る
病
原
体

検
査

要
領

に
基
づ

き
当

該
検

体
を

検
査

し
、
そ

の
結

果
を

病
原

体
情

報
と
し

て

病
原
体
定
点
に
通
知

す
る

と
と

も
に
、

本
庁

疾
病
対
策
課
及

び
県
セ

ン
タ

ー
に

送
付

す
る

。
ま
た

、

病
原
体
情
報
に
つ
い

て
は

、
速

や
か
に

中
央

感
染

症
情

報
セ

ン
タ
ー

に
報

告
す

る
。
 

ウ
 
検
査
の
う
ち
、

保
健

研
究

セ
ン
タ

ー
に

お
い

て
実

施
す

る
こ
と

が
困

難
な

も
の

に
つ

い
て
は

、

必
要
に
応
じ
て
、
他
の
都
道
府

県
等
又

は
国

立
健

康
危

機
管

理
研
究

機
構

に
検
査
を
依
頼
す
る
。
 

エ
 
保
健
研
究
セ
ン
タ
ー
は
、

県
域
を

越
え

た
感

染
症

の
集

団
発
生

が
あ

っ
た

場
合

等
の

緊
急
の

場

合
及
び
国
か
ら

提
出

を
求

め
ら

れ
た
場

合
に

あ
っ

て
は

、
検

体
等
を

国
立
健
康
危
機
管
理

研
究
機

構

に
送
付
す
る
。
 
 

オ
 
要
綱
第
２
の
(
9
7
)に

つ
い

て
は
、
４
の

（
２
）
の

エ
で

提
出
さ

れ
た

検
体

を
用

い
て

、
調
査

単

位
ご
と
に
、
2
0
件

程
度

を
目
安

に
全
ゲ

ノ
ム

解
析

を
実

施
す

る
。
そ

の
結

果
は

、
民

間
検

査
機
関

や

大
学
等
に
解
析
を
委

託
す

る
場

合
で
も

、
保

健
研

究
セ

ン
タ

ー
で
集

約
し

、
速

や
か

に
国

立
健
康

危

機
管
理
研
究
機
構
の

P
a
t
ho
Ge
n
S
(
P
at
h
o
ge
n
 
Ge
n
o
mi
c
 
da
t
a
 
c
o
ll
e
c
ti
o
n
 S
y
s
te
m
)及

び
G
IS
A
I
D

(
G
l
o
b
al
 
I
ni
t
i
at
i
v
e 
o
n
 S
h
a
r
i
n
g 
A
l
l 
I
n
fl
u
e
nz
a
 
Da
t
a
)
に
ゲ
ノ
ム
情
報
と
検
体
採
取

日
等

の
メ
タ
デ
ー
タ

を
登

録
す

る
。
な
お

、
関

係
機

関
と

連
携

し
十

分
な
情

報
共

有
を

実
施

す
る
場
合
は
、
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保
健
研
究
セ
ン
タ
ー

以
外
が
登
録
機
関
と
な
っ
て
も
差
し
支
え
な
い
。
 

（
６
）
 
 
県
セ
ン
タ
ー
 

ア
 
県
セ

ン
タ
ー
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
管

内
の
患
者
情
報
に
つ
い
て
、
保
健
所
等
か
ら
の
情
報
の
入

力

が
あ
り
次
第
、
登
録
情
報
の
確
認
を
行

う
。
 

イ
 

県
セ

ン
タ
ー
は
、
県
内
の
全
て
の
患
者
情
報
及
び
病
原
体
情
報
を
収
集
、
分
析
す
る
と
と
も
に
、

そ
の
結
果
を
週
報
（
月
単
位
の
場
合
は
月
報
）
等
と
し
て
公
表
さ
れ
る
全
国
情
報
と
併
せ

て
、
本
庁

疾
病
対
策
課
、
保
健
所
及
び
県
医
師
会
等
の
関
係
機
関
に
提
供
・
公
開
す
る
。
 

 

（
７
）
 
本
庁
疾
病
対
策

課
 

本
庁
疾
病
対
策
課
は
、
県
セ
ン
タ
ー
が
収
集
、
分
析
し

た
患
者
情
報
及
び
病
原
体
情
報
を
感

染
症

対
策
に
利

用
し
、
関
係
機
関
と
連
携
･
調
整
を
行
う
。
な
お
、
緊
急
の
場
合
及
び
国
か
ら
対
応
を
求
め

ら
れ
た
場
合
に
お
い

て
は
、
本
庁
疾
病
対
策
課
は
、
直
接
必
要
な
情
報
を
収
集
す
る
と
と
も
に
、
国

及
び
他
の
都
道
府
県
等
と
も
連
携
の
上
、
迅
速
な
対
応
を
行
う
。
 
 
 
 
 

 

（
８
）
奈
良
県
感
染
症
発
生
動
向
調
査

小
委
員
会
 

奈
良
県
感
染
症
発
生
動
向
調
査
小
委
員
会
（
以
下
、
「
小
委
員
会
」
と
い
う
。
）
は
、
県
セ
ン
タ

ー
か
ら
報
告
の
あ
っ
た
各
情
報
を
解
析

評
価
し
、
コ
メ
ン
ト

を
作
成
し
、
週
報
の
場
合
は
前
記
木
曜

日
正
午
ま
で
に
、
月
報
の

場
合
は
６
日
ま
で
に
県
セ
ン
タ
ー
に
送
付
す
る
。
な
お
、
こ
れ
ら
の
日
が
、

土
曜
、
日
曜
、
祝
日
等
に
あ
た
る
場
合
は
、
適
宜
休
み
明
け
に
延
長
す
る
も
の
と
す
る
。

 

 第
５
 
法
第
１
４
条
第
１
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定

め
る
疑
似
症
（
定
点
）
 

１
 
対
象

と
す
る
疑
似
症
の
状
態
 

疑
似
症
に
つ
い
て
、
国
が

定
め
る
届
出
基
準
を
参
考
と
し
、
当
該
疑
似
症
の
患
者
と

診
断
さ
れ
る
場

合
と
す
る
。
 

 

２
 

定
点

の
選
定
 

疑
似
症
の
発
生
状
況
を
地
域
的
に
把
握
す
る
た
め
、
本
庁
疾
病
対
策
課
は
、
関
係
医
師
会
等
の
協

力
を
得
て
、
医
療
機
関
の
中
か
ら
疑
似
症
定
点
を
選
定
す
る
。
 

定
点
の
選
定
に
当
た
っ
て
は
、
人
口
及
び
医
療
機
関
の
分
布
等

を
勘
案
し
つ
つ
、
で

き
る
だ
け
県

全
体
の
疑
似
症
の
発
生
状
況
を
把
握
で
き
る
よ
う
考
慮
す
る

こ
と
。
 

 
 
 
具
体
的

な
疑
似
症
定
点
の
届
出
医
療
機
関
は
、
以
下
の
医
療
機
関
の
う
ち
か
ら
、
（
１
）
か
ら
（
３
）

の
順
に
優
先
順
位
を
つ
け
、
別

に
定
め
る
基
準
を
踏
ま
え
て
選
定
す
る
こ
と
。
 

 
（

１
）
診
療
報
酬
に
基
づ
く
特
定
集
中
治
療
室
管
理
料
（
１
～
６
）
、
小
児
特
定
集
中
治
療
室
管
理
料

又
は
ハ
イ

ケ
ア
ユ
ニ
ッ
ト
入
院
医
療
管
理
料
（
１
～
２
）
の
届
出
を
し
て
い
る
医
療
機
関
 

 
（

２
）
法
に
基
づ
く
感
染
症
指
定
医
療
機
関
 

 
 
 
・
法
に
基
づ
く
第
一
種
感
染
症
指
定
医
療
機
関
 

 
 
 
・
法
に

基
づ
く
第

ニ
種
感
染
症
指
定
医
療
機
関
 

 
（
３
）
マ
ス
ギ
ャ
ザ
リ
ン
グ
（

一
定

期
間

に
限

ら
れ

た
地

域
に
お

い
て

同
一

目
的

で
集

合
し
た

多
人

数

の
集
団
）
に
お
い
て

、
疑

似
症

定
点
と

し
て

選
定

す
る

こ
と

が
疑
似

症
発

生
状

況
の

把
握

に
有
用

な

医
療
機
関
（
例

：
大

規
模

な
ス

ポ
ー
ツ
競
技
大
会
等
に

お
い

て
、
観

客
や

大
会

運
営

関
係

者
等
が

受

診
す
る
可
能
性

の
あ

る
医

療
機

関
）
 

  
 
な
お
、
本
庁
疾
病
対
策
課
は
、
疑

似
症
定
点
と
疑
似
症
定
点
以
外
の
医
療
機
関
と
の
連
携
体
制
を
 

 
あ
ら
か
じ
め
構
築
す
る

よ
う

取
組
む

こ
と

と
し
、
疑

似
症

定
点
以

外
の

医
療

機
関

に
お

い
て
も

別
に
 

定
め
る
届
出
基
準
に

該
当

す
る

と
判
断

さ
れ

る
患
者
に
つ
い
て

は
、
疑
似

症
定

点
や

管
内

の
保
健

所
 

等
に
相
談
で
き
る
よ

う
に

予
め

疑
似
症

定
点

に
指

定
さ

れ
て

い
る
医

療
機

関
名

や
相

談
先

を
示
す

な
ど

の
配
慮
を
行
い
、
疑

似
症

の
迅

速
か
つ

適
切

な
把

握
に

努
め

る
こ
と

。
 

 

３
 
実
施
方
法
 

（
１
）
疑
似
症
定
点
 

ア
 
疑
似
症
定
点
と
し
て
選
定

さ
れ
た

医
療

機
関

は
、

速
や

か
な
情
報
提
供
を
図
る
趣
旨
か

ら
、

診

療
時
に
お
け
る

国
が

定
め
る
届
出
基
準
に
よ
り
、
直
ち
に
疑
似
症
発
生
状
況
の
把
握

を
行

う
も
の

と

す
る
。
 

イ
 
２
に
よ
り
選
定

さ
れ

た
定

点
把
握

の
対

象
の

指
定

届
出

機
関
に

お
い

て
は

、
国
が
定

め
る
基

準

に
従
い
、
直
ち
に
疑

似
症

発
生

状
況
等

を
記

載
す
る
。

な
お
、

当
該

疑
似
症
の
届
出
に
つ

い
て
は

、

原
則
と
し
て
感
染
症

サ
ー

ベ
イ

ラ
ン
ス

シ
ス

テ
ム

へ
の

入
力

に
よ
り

実
施

す
る

こ
と

と
す

る
。
 

ウ
 
イ
の
届
出
に
当
た
っ

て
は

法
施
行

規
則

第
７

条
に

従
い

行
う
も

の
と

す
る

。
 

 

（
２
）
保
健
所
 

ア
 
保
健
所
は
、
疑

似
症

定
点

に
お
い

て
感

染
症

サ
ー

ベ
イ

ラ
ン
ス

シ
ス
テ
ム
へ
の
入
力

を
実
施

す

る
こ
と
が
で
き

な
い

場
合

は
、

当
該
疑
似
症
定
点
か
ら
得
ら
れ
た
疑
似
症
情
報
を
、

直
ち

に
、
感

染

症
サ
ー
ベ
イ
ラ
ン
ス

シ
ス

テ
ム

に
入
力

す
る
も
の
と
し
、
ま
た
、
対
象
疑
似
症
に
つ

い
て

の
集
団

発

生
そ
の
他
特
記
す
べ

き
情

報
に

つ
い
て

都
道

府
県

等
の

本
庁

及
び
地

方
感

染
症

情
報

セ
ン

タ
ー
へ

報

告
す
る
。
 

保
健
所
は
、
疑
似
症
定
点

に
お

い
て
感

染
症

サ
ー
ベ
イ
ラ
ン

ス
シ
ス

テ
ム

へ
の

入
力

を
実

施
す
る

こ

と
が
で
き
な
い

場
合

は
、

当
該

疑
似
症
定
点
か
ら

得
ら

れ
た

疑
似
症

情
報
を
、
直
ち
に
、

感
染
症

サ

ー
ベ
イ
ラ
ン
ス

シ
ス

テ
ム

へ
の

入
力
す
る
も
の
と
し
、

ま
た

、
対
象

疑
似

症
に

つ
い

て
の

集
団
発

生

そ
の
他
特
記
す

べ
き

情
報

に
つ

い
て
も

本
庁

疾
病

対
策
課
、

県
セ
ン
タ
ー
へ
報
告
す

る
。

 

イ
 
保
健
所
は
、
疑

似
症

の
発

生
状
況

等
を

把
握

し
、

市
町

村
、
指

定
届

出
機

関
、

指
定

提
出
機
関

そ
の
他
の
関
係
医
療

機
関

、
医

師
会
、

教
育

委
員

会
等

の
関

係
機
関

の
発

生
状

況
を

提
供

し
連
携

を

図
る
。
 

 

（
３
）
 
県
セ
ン
タ
ー
 

ア
 
県
セ
ン
タ
ー
は

、
そ

れ
ぞ

れ
の
管

内
の

疑
似
症
情
報
に
つ
い
て

、
保
健
所
か
ら
の
情

報
の
入

力
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済
み

報
告
が
あ
り
次
第
、
登
録
情
報
の
確
認
を
行
う
。
 

イ
 
県
セ

ン
タ
ー
は
、
県
内
の

全
て
の
疑
似
症
情
報
を
収
集
、

分
析
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
結
果
を

週
報
等
と
し
て
公
表
さ
れ
る
全
国
情
報
と
併
せ
て
、
本
庁
疾
病
対
策
課
、
保
健
所
及
び
県
医
師
会
等

の
関
係
機
関
に
提
供

・
公
表
す
る
。
 

 

（
４
）
本
庁
疾
病
対
策
課
 

本
庁
疾
病
対
策
課
は
、
県
セ
ン
タ
ー
が
収
集
、
分
析
し
た
疑
似
症
情
報
を
感
染
症
対
策
に
利
用
し
、

関
係
機
関
と
の
連
携
・
調
整
を
行
う
。
な
お
、
緊
急
の
場
合
及
び
国
か
ら
対
応
を
求
め
ら
れ
た
場
合

に
お
い
て
は
、
本
庁

疾
病
対
策
課
は
、
直
接
必
要
な
情
報
を
収

集
す
る
と
と
も
に
、
国
及

び
他
の
都

道
府
県
等
と
も
連
携
の
上
、
迅
速

な
対
応
を
行
う
。
 

 

（
５
）
 
小
委

員
会
 

 
 
 
 
小

委
員
会
は
、
県
セ
ン
タ
ー
か
ら
報
告
の

あ
っ
た
各

情
報
を
解
析
評
価
し
、
コ
メ
ン
ト
を
作
成
し
、

週
報
の
場

合
は
前
記
木
曜
日
正
午
ま
で
に
、
月
報
の
場
合
は
６
日
ま
で
に
県
セ
ン
タ
ー
に
送
付
す
る
。

な
お
、
こ
れ
ら
の
日
が
、
土
曜
、
日
曜
、
祝
日
等
に
あ
た
る
場
合
は
、
適
宜
休
み
明
け
に
延

長
す
る

も
の
と
す
る
。
 

 第
６
 
そ
の
他
 

 
感
染
症
発
生
動
向
調
査
の
た
め
に
扱
う
こ
と
と
な
っ
た
検
体
等
に
つ
い
て
は
、
感
染
症
の
発
生

及
び
ま

ん
延
防
止
の
構
築
、
公
衆
衛
生
の
向
上
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る

も
の
で
あ
り
、
そ
れ
以
外

の
目
的
に
用
い

て
は
な
ら
な
い
。
な
お
、
上
記
に
掲
げ
る
目
的
以
外
の
研
究
に

使
用
す
る
場
合
は
、
「
人
を
対
象
と
す
る

医
学
系
研
究
に
関
す
る
倫
理
指
針
」
等
の
別
に
定
め
る
規
定
に
従
い
行
う
も
の
と
す
る
。

 

  
 
 
 
 
附
 
則
 

 
 
こ
の
実
施
要
領
は
、
平
成
１
５
年
１
１
月
５
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

 
 
こ
の
実
施
要
領
の
一
部
改
正
は
、
平
成
１
８
年
４
月
１
日
か

ら
施
行
す
る
。
 

 
 
こ
の
実

施
要
領
の
一
部
改
正

は
、
平
成
１
８
年
６
月
９
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

 
 
こ
の
実
施
要
領
の
一
部
改
正
は
、
平
成
１
８
年
１
１
月
２
２

日
か
ら
施
行
す
る
。
 

 
こ
の
実
施
要
領
の
一
部
改
正
は
、
平
成
１
９
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

 
こ
の
実
施
要
領
の
一
部
改
正
は
、
平
成
２
０
年
１
月
１
日
か

ら
施
行
す
る
。
 

 
こ
の
実
施
要
領
の
一
部
改
正

は
、
平
成
２
０
年
５
月
１
２
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

 
こ
の
実
施
要
領
の
一
部
改
正
は

、
平
成
２
３
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

 
こ
の
実
施
要
領
の
一
部
改
正
は
、
平
成
２
５
年
１
０
月
１
４
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

 
 
こ
の
実
施
要
領
の
一
部
改
正
は
、
平
成
２
７
年
１
月

２
１
日

か
ら
施
行
す
る
。
 

 
こ
の
実

施
要
領
の
一
部
改
正

は
、
平
成
２
７
年
５
月
２
１
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

 
こ
の
実
施
要
領
の
一
部
改
正
は
、
平
成
２
８
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

 
 
こ
の
実
施
要
領
の
一
部
改
正
は
、
平
成
３
０
年
１
月

1
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

 
こ
の
実
施
要
領
の

一
部

改
正

は
、
平

成
３

０
年

４
月

1
日

か
ら
施

行
す

る
。
 

 
 
こ
の
実
施
要
領
の
一
部
改
正

は
、
平

成
３
０
年
５
月

1
日

か
ら
施

行
す

る
。
 

 
こ
の
実
施
要
領
の
一
部

改
正

は
、
平
成
３
１
年
４
月

1
日

か
ら
施

行
す

る
。
 

こ
の
実
施
要
領
の
一

部
改

正
は

、
令
和

３
年

２
月

１
３

日
か

ら
施
行

す
る

。
 

こ
の
実
施
要
領
の
一

部
改

正
は

、
令
和

４
年

１
０
月
３

１
日

か
ら
施
行
す
る
。
 

こ
の
実
施
要
領
の
一
部
改
正
は

、
令
和

５
年

５
月

８
日

か
ら

施
行
す

る
。
 

こ
の
実
施
要
領
の
一
部
改
正
は

、
令
和

５
年

５
月

２
６

日
か

ら
施
行

す
る

。
 

こ
の
実
施
要
領
の
一
部
改
正
は

、
令
和

５
年

９
月

２
５

日
か

ら
施
行

す
る

。
 

こ
の
実
施
要
領
の
一
部
改
正
は

、
令
和

７
年

４
月

７
日

か
ら

施
行
す

る
。
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別
記

様
式

 保
健

所
コ

ー
ド

保
健

所
登

録
全

数
報

告
ID

衛
研

受
付

番
号

（
検

体
提

供
者

番
号

）

　
　

一
類

感
染

症
、

二
類

感
染

症
、

三
類

感
染

症
、

四
類

感
染

症
、

五
類

感
染

症
、

新
型

イ
ン

フ
ル

エ
ン

ザ
等

感
染

症
及

び
指

定
感

染
症

検
査

票
 （

病
原

体
）

  性
   

  別
（
　

 男
  　

　
・
　

 　
女

   
）

  年
   

  齢
（
   

  　
 歳

  　
   

 ヵ
月

 ）
　

氏
　

　
名

定
点

医
療

機
関

の
場

合
は

該
当

す
る

も
の

を
○

で
囲

ん
で

く
だ

さ
い

[保
健

所
等

記
載

欄
]（

主
治

医
記

載
可

）

  住
　

　
所

・
急

性
呼

吸
器

感
染

症
定

点
　

・
小

児
科

定
点

　
・
眼

科
定

点
・
散

発
・
地

域
流

行
・
家

族
内

発
生

　
（
 無

、
  有

 ）
[主

治
医

等
記

載
欄

]
・
性

感
染

症
定

点
　

・
基

幹
定

点
　

発
 生

 の
 状

 況
・
集

団
発

生
　

　
（
 無

、
　

有
 ）

　
　

・
発

生
市

区
町

村
（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
）

 医
療

機
関

等
名

及
び

  有
の

場
合

（
保

育
所

、
幼

稚
園

、
小

学
校

、
中

学
校

、
高

校
、

大
学

、
宿

舎
・
寮

、
病

院
、

 主
治

医
等

医
師

名
老

人
ホ

ー
ム

[介
護

施
設

を
含

む
]、

福
祉

・
養

護
施

設
、

旅
館

・
ホ

テ
ル

、
飲

食
店

、

　
（
記

載
者

）
事

業
所

、
海

外
ツ

ア
ー

、
国

内
ツ

ア
ー

、
そ

の
他

[　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
   

　
　

   
　

　
]）

　
　

　
　

　
　

年
　

　
   

 月
　

  　
　

日
分

離
株

（
無

、
有

、
検

査
中

）
 最

近
の

海
外

渡
航

歴
国

名

期
間

   
   

  年
   

 月
   

 日
   

 ～
   

   
  年

   
 月

   
 日

　
　

　
　

　
　

年
　

   
   

月
　

　
　

　
日

　
ワ

ク
チ

ン
接

種
歴

（
無

、
　

有
、

　
不

明
）

最
終

接
種

年
月

日
　

　
　

 年
   

   
月

   
   

日

  
  
  
 　

　
　

　
　

入
院

  
  
  
 　

　
　

　
　

入
院

外
来

ワ
ク

チ
ン

名
（
Lo

t N
o.

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）

検
採

   
取

   
 日

　
　

　
　

　
　

年
　

   
   

月
　

　
　

　
日

[地
方

衛
生

研
究

所
記

載
欄

]
・
ふ

ん
便

（
腸

内
容

物
、

直
腸

ぬ
ぐ

い
液

）
・
髄

液
・
尿

  記
　

載
　

者
　

名

査
材

 料
 の

 種
 類

・
吐

物
　

　
・
喀

痰
  　

・
気

管
吸

引
液

・
穿

刺
液

(腹
水

、
胸

水
、

関
節

液
、

そ
の

他
[  

 　
　

　
　

　
   

　
])

 抗
体

検
出

  方
法

（
蛍

光
、

IP
、

EL
IS

A、
CF

、
H

I、
PA

、
中

和
、

イ
ム

ノ
ブ

ロ
ッ

ト
、

ゲ
ル

内
沈

降
、

凝
集

反
応

、

［
該

当
す

る
も

の
一

つ
を

・
咽

頭
ぬ

ぐ
い

液
（
う

が
い

液
、

鼻
汁

）
・
皮

膚
病

巣
（
水

疱
内

容
、

痂
皮

、
創

傷
）

　
そ

の
他

[　
　

　
　

   
   

   
   

   
  　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
]）

材
○

で
囲

ん
で

下
さ

い
］

・
結

膜
ぬ

ぐ
い

液
（
結

膜
擦

過
物

、
眼

脂
）

・
陰

部
尿

道
頸

管
擦

過
物

／
分

泌
物

　
　

　
  　

結
果

（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）

・
細

胞
診

、
生

検
、

剖
検

材
料

（
臓

器
  　

 　
   

   
  　

　
　

   
   

   
   

   
 ）

検
 出

 年
 月

 日
　

　
　

　
　

　
　

　
年

　
　

   
   

 月
　

　
　

　
　

　
日

料
・
血

液
（
全

血
、

血
清

、
血

漿
、

抗
凝

固
剤

[　
　

　
　

   
   

 　
　

   
  　

　
　

]）
病

検
　

出
　

方
　

法
・
分

離
培

養
  （

培
養

細
胞

：
細

胞
名

 [ 
   

   
  　

 　
　

   
   

   
   

   
   

   
  ]

）

・
そ

の
他

 （
   

  　
  　

 　
　

   
　

   
   

   
   

   
  　

　
　

　
　

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 ）
原

［
陽

性
と

な
っ

た
方

法
を

   
   

   
   

  人
工

培
地

、
発

育
鶏

卵
、

動
物

、
そ

の
他

[  
   

   
   

   
   

  　
　

　
   

   
  ]

)
臨

・
無

症
状

・
胃

腸
炎

(下
痢

、
血

便
、

嘔
気

、
嘔

吐
、

腹
痛

)
体

　
○

で
囲

ん
で

下
さ

い
］

・
抗

原
検

出
（
蛍

光
、

EI
A、

RP
H

A、
LA

、
PA

、
IC

[イ
ム

ノ
ク

ロ
マ

ト
]、

そ
の

他
[　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
   

]）
・
頭

痛
　

　
　

・
発

熱
（
最

高
   

   
   

   
 ℃

）
・
角

膜
炎

、
結

膜
炎

、
角

結
膜

炎
検

・
遺

伝
子

検
出

　
1.

非
増

幅
（
ハ

イ
ブ

リ
、

PA
G

E、
そ

の
他

[  
   

   
   

   
　

　
　

　
　

   
   

   
] ）

 臨
 床

 症
 状

・
・
熱

性
け

い
れ

ん
　

・
関

節
痛

（
関

節
炎

）
、

筋
肉

痛
・
髄

膜
炎

、
意

識
障

害
、

麻
痺

(部
位

　
 　

　
　

　
　

   
　

)、
出

　
　

　
　

2.
増

幅
（
PC

R、
リ

ア
ル

タ
イ

ム
ハ

イ
ブ

リ
、

PC
R+

シ
ー

ク
エ

ン
ス

、
LA

M
P、

そ
の

他
[  

   
   

   
　

   
   

 ]）
床

 徴
  候

   
 等

・
口

内
炎

　
　

・
上

気
道

炎
（
咽

頭
炎

/
痛

、
扁

桃
炎

）
　

中
枢

神
経

系
症

状
（
脳

炎
、

脳
症

、
脊

髄
炎

、
・
電

顕
　

　
・
鏡

検

［
該

当
す

る
も

の
全

て
を

・
下

気
道

炎
（
肺

炎
、

気
管

支
炎

）
   

そ
の

他
[  

   
   

   
  　

　
　

　
   

   
   

   
  ]

）
検

 出
 病

 原
 体

 ○
で

囲
ん

で
下

さ
い

］
・
水

疱
　

　
・
発

疹
（
丘

疹
、

紅
斑

、
バ

ラ
疹

）
・
循

環
器

障
害

（
心

筋
炎

、
心

膜
炎

、
心

不
全

）
(群

、
型

、
亜

型
)

的
（
基

礎
疾

患
を

除
く

）
・
出

血
傾

向
※

全
身

性
の

も
の

・
黄

疸
・
肝

機
能

障
害

[そ
の

他
特

記
事

項
]

・
リ
ン

パ
節

腫
脹

(部
位

   
  　

   
   

)、
唾

液
腺

腫
脹

、
・
腎

機
能

障
害

（
H

U
S、

血
尿

、
乏

尿
、

蛋
白

尿
、

  浮
腫

(部
位

　
   

   
   

   
   

  　
　

)
   

　
　

　
　

　
 多

尿
、

腎
不

全
）

事
・
シ

ョ
ッ

ク
症

状
（
低

血
圧

、
循

環
不

全
）

・
尿

路
生

殖
器

症
状

（
膀

胱
炎

、
尿

道
炎

、
外

陰
炎

、
・
そ

の
他

の
症

状
（
上

記
以

外
の

症
状

や
臨

床
徴

候
）

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

頸
管

炎
）

項

基
 礎

 疾
 患

 　
転

　
　

　
　

帰
 　

経
過

観
察

中
、

軽
快

、
治

癒
、

後
遺

症
有

り
、

死
亡

（
原

因
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）

主
治

医
等

か
ら

地
方

衛
生

研
究

所
へ

の
連

絡
事

項

注
２

）
主

治
医

記
載

欄
に

つ
い

て
は

、
検

体
送

付
日

に
お

い
て

記
載

で
き

る
範

囲
で

記
載

を
お

願
い

し
ま

す
。

*イ
ン

フ
ル

エ
ン

ザ
迅

速
キ

ッ
ト
使

用
（
無

、
有

：
メ

ー
カ

ー
名

[
]：

[陰
性

、
陽

性
、

保
留

]）
注

３
）
ワ

ク
チ

ン
接

種
歴

に
つ

い
て

は
、

当
該

疾
患

に
係

る
も

の
に

つ
き

記
載

し
て

下
さ

い
。

*
抗

イ
ン

フ
ル

エ
ン

ザ
薬

投
与

（
無

、
有

：
薬

剤
名

[
]

注
４

）
医

療
機

関
（
民

間
検

査
所

を
含

む
）
で

病
原

体
を

分
離

し
た

場
合

は
、

地
方

衛
生

研
究

所
へ

の
分

離
株

の
送

付
を

お
願

い
し

ま
す

。
投

与
開

始
日

　
　

　
　

　
年

　
　

　
月

　
　

　
日

[予
防

投
与

、
治

療
投

与
]）

投
与

終
了

日
　

　
　

　
　

年
　

　
　

月
　

　
　

日

患 者

注
１

）
患

者
の

氏
名

及
び

住
所

欄
に

つ
い

て
は

、
感

染
症

法
第

1
6
条

の
3
、

第
2
6
条

の
3
、

第
2
6
条

の
4
、

第
4
4
条

の
7
及

び
第

5
0
条

に
基

づ
く

一
類

感
染

症
、

二
類

感
染

症
、

新
型

イ
ン

フ
ル

エ
ン

ザ
等

感
染

症
又

は
新

感
染

症
に

係
る

検
査

の
場

合
に

記
載

を
お

願
い

し
ま

す
。

入
院

・
外

来
の

別

注
５

）
全

自
動

遺
伝

子
解

析
装

置
等

を
設

置
し

て
お

り
、

同
装

置
に

て
検

査
を

行
っ

た
場

合
は

、
得

ら
れ

た
結

果
を

［
主

治
医

等
か

ら
地

方
衛

生
研

究
所

へ
の

連
絡

事
項

］
に

記
載

を
お

願
い

し
ま

す
。

検
体

送
付

日

 診
   

 断
   

  名

 発
   

 病
   

  日

［
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別
記

様
式

 保
健

所
コ

ー
ド

保
健

所
登

録
全

数
報

告
ID

衛
研

受
付

番
号

（
検

体
提

供
者

番
号

）

　
　

一
類

感
染

症
、

二
類

感
染

症
、

三
類

感
染

症
、

四
類

感
染

症
、

五
類

感
染

症
、

新
型

イ
ン

フ
ル

エ
ン

ザ
等

感
染

症
及

び
指

定
感

染
症

検
査

票
 （

病
原

体
）

  性
   

  別
（
　

 男
  　

　
・
　

 　
女

   
）

  年
   

  齢
（
   

  　
 歳

  　
   

 ヵ
月

 ）
　

氏
　

　
名

定
点

医
療

機
関

の
場

合
は

該
当

す
る

も
の

を
○

で
囲

ん
で

く
だ

さ
い

[保
健

所
等

記
載

欄
]（

主
治

医
記

載
可

）

  住
　

　
所

・
急

性
呼

吸
器

感
染

症
定

点
　

・
小

児
科

定
点

　
・
眼

科
定

点
・
散

発
・
地

域
流

行
・
家

族
内

発
生

　
（
 無

、
  有

 ）
[主

治
医

等
記

載
欄

]
・
性

感
染

症
定

点
　

・
基

幹
定

点
　

発
 生

 の
 状

 況
・
集

団
発

生
　

　
（
 無

、
　

有
 ）

　
　

・
発

生
市

区
町

村
（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
）

 医
療

機
関

等
名

及
び

  有
の

場
合

（
保

育
所

、
幼

稚
園

、
小

学
校

、
中

学
校

、
高

校
、

大
学

、
宿

舎
・
寮

、
病

院
、

 主
治

医
等

医
師

名
老

人
ホ

ー
ム

[介
護

施
設

を
含

む
]、

福
祉

・
養

護
施

設
、

旅
館

・
ホ

テ
ル

、
飲

食
店

、

　
（
記

載
者

）
事

業
所

、
海

外
ツ

ア
ー

、
国

内
ツ

ア
ー

、
そ

の
他

[　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
   

　
　

   
　

　
]）

　
　

　
　

　
　

年
　

　
   

 月
　

  　
　

日
分

離
株

（
無

、
有

、
検

査
中

）
 最

近
の

海
外

渡
航

歴
国

名

期
間

   
   

  年
   

 月
   

 日
   

 ～
   

   
  年

   
 月

   
 日

　
　

　
　

　
　

年
　

   
   

月
　

　
　

　
日

　
ワ

ク
チ

ン
接

種
歴

（
無

、
　

有
、

　
不

明
）

最
終

接
種

年
月

日
　

　
　

 年
   

   
月

   
   

日

  
  
  
 　

　
　

　
　

入
院

  
  
  
 　

　
　

　
　

入
院

外
来

ワ
ク

チ
ン

名
（
Lo

t N
o.

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）

検
採

   
取

   
 日

　
　

　
　

　
　

年
　

   
   

月
　

　
　

　
日

[地
方

衛
生

研
究

所
記

載
欄

]
・
ふ

ん
便

（
腸

内
容

物
、

直
腸

ぬ
ぐ

い
液

）
・
髄

液
・
尿

  記
　

載
　

者
　

名

査
材

 料
 の

 種
 類

・
吐

物
　

　
・
喀

痰
  　

・
気

管
吸

引
液

・
穿

刺
液

(腹
水

、
胸

水
、

関
節

液
、

そ
の

他
[  

 　
　

　
　

　
   

　
])

 抗
体

検
出

  方
法

（
蛍

光
、

IP
、

EL
IS

A、
CF

、
H

I、
PA

、
中

和
、

イ
ム

ノ
ブ

ロ
ッ

ト
、

ゲ
ル

内
沈

降
、

凝
集

反
応

、

［
該

当
す

る
も

の
一

つ
を

・
咽

頭
ぬ

ぐ
い

液
（
う

が
い

液
、

鼻
汁

）
・
皮

膚
病

巣
（
水

疱
内

容
、

痂
皮

、
創

傷
）

　
そ

の
他

[　
　

　
　

   
   

   
   

   
  　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
]）

材
○

で
囲

ん
で

下
さ

い
］

・
結

膜
ぬ

ぐ
い

液
（
結

膜
擦

過
物

、
眼

脂
）

・
陰

部
尿

道
頸

管
擦

過
物

／
分

泌
物

　
　

　
  　

結
果

（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）

・
細

胞
診

、
生

検
、

剖
検

材
料

（
臓

器
  　

 　
   

   
  　

　
　

   
   

   
   

   
 ）

検
 出

 年
 月

 日
　

　
　

　
　

　
　

　
年

　
　

   
   

 月
　

　
　

　
　

　
日

料
・
血

液
（
全

血
、

血
清

、
血

漿
、

抗
凝

固
剤

[　
　

　
　

   
   

 　
　

   
  　

　
　

]）
病

検
　

出
　

方
　

法
・
分

離
培

養
  （

培
養

細
胞

：
細

胞
名

 [ 
   

   
  　

 　
　

   
   

   
   

   
   

   
  ]

）

・
そ

の
他

 （
   

  　
  　

 　
　

   
　

   
   

   
   

   
  　

　
　

　
　

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 ）
原

［
陽

性
と

な
っ

た
方

法
を

   
   

   
   

  人
工

培
地

、
発

育
鶏

卵
、

動
物

、
そ

の
他

[  
   

   
   

   
   

  　
　

　
   

   
  ]

)
臨

・
無

症
状

・
胃

腸
炎

(下
痢

、
血

便
、

嘔
気

、
嘔

吐
、

腹
痛

)
体

　
○

で
囲

ん
で

下
さ

い
］

・
抗

原
検

出
（
蛍

光
、

EI
A、

RP
H

A、
LA

、
PA

、
IC

[イ
ム

ノ
ク

ロ
マ

ト
]、

そ
の

他
[　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
   

]）
・
頭

痛
　

　
　

・
発

熱
（
最

高
   

   
   

   
 ℃

）
・
角

膜
炎

、
結

膜
炎

、
角

結
膜

炎
検

・
遺

伝
子

検
出

　
1.

非
増

幅
（
ハ

イ
ブ

リ
、

PA
G

E、
そ

の
他

[  
   

   
   

   
　

　
　

　
　

   
   

   
] ）

 臨
 床

 症
 状

・
・
熱

性
け

い
れ

ん
　

・
関

節
痛

（
関

節
炎

）
、

筋
肉

痛
・
髄

膜
炎

、
意

識
障

害
、

麻
痺

(部
位

　
 　

　
　

　
　

   
　

)、
出

　
　

　
　

2.
増

幅
（
PC

R、
リ

ア
ル

タ
イ

ム
ハ

イ
ブ

リ
、

PC
R+

シ
ー

ク
エ

ン
ス

、
LA

M
P、

そ
の

他
[  

   
   

   
　

   
   

 ]）
床

 徴
  候

   
 等

・
口

内
炎

　
　

・
上

気
道

炎
（
咽

頭
炎

/
痛

、
扁

桃
炎

）
　

中
枢

神
経

系
症

状
（
脳

炎
、

脳
症

、
脊

髄
炎

、
・
電

顕
　

　
・
鏡

検

［
該

当
す

る
も

の
全

て
を

・
下

気
道

炎
（
肺

炎
、

気
管

支
炎

）
   

そ
の

他
[  

   
   

   
  　

　
　

　
   

   
   

   
  ]

）
検

 出
 病

 原
 体

 ○
で

囲
ん

で
下

さ
い

］
・
水

疱
　

　
・
発

疹
（
丘

疹
、

紅
斑

、
バ

ラ
疹

）
・
循

環
器

障
害

（
心

筋
炎

、
心

膜
炎

、
心

不
全

）
(群

、
型

、
亜

型
)

的
（
基

礎
疾

患
を

除
く

）
・
出

血
傾

向
※

全
身

性
の

も
の

・
黄

疸
・
肝

機
能

障
害

[そ
の

他
特

記
事

項
]

・
リ
ン

パ
節

腫
脹

(部
位

   
  　

   
   

)、
唾

液
腺

腫
脹

、
・
腎

機
能

障
害

（
H

U
S、

血
尿

、
乏

尿
、

蛋
白

尿
、

  浮
腫

(部
位

　
   

   
   

   
   

  　
　

)
   

　
　

　
　

　
 多

尿
、

腎
不

全
）

事
・
シ

ョ
ッ

ク
症

状
（
低

血
圧

、
循

環
不

全
）

・
尿

路
生

殖
器

症
状

（
膀

胱
炎

、
尿

道
炎

、
外

陰
炎

、
・
そ

の
他

の
症

状
（
上

記
以

外
の

症
状

や
臨

床
徴

候
）

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

頸
管

炎
）

項

基
 礎

 疾
 患

 　
転

　
　

　
　

帰
 　

経
過

観
察

中
、

軽
快

、
治

癒
、

後
遺

症
有

り
、

死
亡

（
原

因
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）

主
治

医
等

か
ら

地
方

衛
生

研
究

所
へ

の
連

絡
事

項

注
２

）
主

治
医

記
載

欄
に

つ
い

て
は

、
検

体
送

付
日

に
お

い
て

記
載

で
き

る
範

囲
で

記
載

を
お

願
い

し
ま

す
。

*イ
ン

フ
ル

エ
ン

ザ
迅

速
キ

ッ
ト
使

用
（
無

、
有

：
メ

ー
カ

ー
名

[
]：

[陰
性

、
陽

性
、

保
留

]）
注

３
）
ワ

ク
チ

ン
接

種
歴

に
つ

い
て

は
、

当
該

疾
患

に
係

る
も

の
に

つ
き

記
載

し
て

下
さ

い
。

*
抗

イ
ン

フ
ル

エ
ン

ザ
薬

投
与

（
無

、
有

：
薬

剤
名

[
]

注
４

）
医

療
機

関
（
民

間
検

査
所

を
含

む
）
で

病
原

体
を

分
離

し
た

場
合

は
、

地
方

衛
生

研
究

所
へ

の
分

離
株

の
送

付
を

お
願

い
し

ま
す

。
投

与
開

始
日

　
　

　
　

　
年

　
　

　
月

　
　

　
日

[予
防

投
与

、
治

療
投

与
]）

投
与

終
了

日
　

　
　

　
　

年
　

　
　

月
　

　
　

日

患 者

注
１

）
患

者
の

氏
名

及
び

住
所

欄
に

つ
い

て
は

、
感

染
症

法
第

1
6
条

の
3
、

第
2
6
条

の
3
、

第
2
6
条

の
4
、

第
4
4
条

の
7
及

び
第

5
0
条

に
基

づ
く

一
類

感
染

症
、

二
類

感
染

症
、

新
型

イ
ン

フ
ル

エ
ン

ザ
等

感
染

症
又

は
新

感
染

症
に

係
る

検
査

の
場

合
に

記
載

を
お

願
い

し
ま

す
。

入
院

・
外

来
の

別

注
５

）
全

自
動

遺
伝

子
解

析
装

置
等

を
設

置
し

て
お

り
、

同
装

置
に

て
検

査
を

行
っ

た
場

合
は

、
得

ら
れ

た
結

果
を

［
主

治
医

等
か

ら
地

方
衛

生
研

究
所

へ
の

連
絡

事
項

］
に

記
載

を
お

願
い

し
ま

す
。

検
体

送
付

日

 診
   

 断
   

  名

 発
   

 病
   

  日

［

別記様式2-1 保研セ番号 ：

【主治医記載欄】   ((該該当当すするるももののにに　　bb  又又はは○○ししてて下下ささいい))

定点
医療機関

氏名(カタカナ) ＩＤ等

　生 年 月 日  　　　　　　　年　　　月　　　日　　（　　　　　才　　　　ヶ月） 住 所
市・町・村

□ ヘルパンギーナ □ 伝染性紅斑 □ ロタウイルス胃腸炎

□ 手足口病 □ 突発性発疹 □ 無菌性髄膜炎 □ RSウイルス感染症

□ 水痘 □ 咽頭結膜熱 □ 急性出血性結膜炎

□ 流行性角結膜炎

         　　　　　　　年　　　　　　月　　　　　　日 　　　　　外来　　・　　入院

　採 取 日          　　　　　　　年　　　　　　月　　　　　　日

□糞便（←腸内容物、直腸ぬぐい液） □ 髄液 □ 尿

□咽頭ぬぐい液（←うがい液、鼻汁、鼻腔ぬぐい液） □ 皮膚病巣(←水疱内容、痂加、創傷)

□結膜ぬぐい液（結膜擦過物、眼脂） □ その他

□血液（□全血　□血清　□血漿）

□散発 □地域流行 □家族内発生　（ 無、  有 ）

□集団発生（□保育所  □幼稚園  □小学校  □中学校  □その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

□無症状(←健康者) □胃腸炎 (□下痢　□嘔気・嘔吐)　□血便 　□腹痛

□頭痛 回数 回／日 □角膜炎 　□結膜炎 □角結膜炎

□発熱(最高　　　　℃) 性状 □髄膜炎（←項部硬直）

□熱性けいれん □意識障害

□関節痛/炎・筋肉痛/炎 色 □麻痺（全身性、中枢神経系のもの）

□口内炎(←歯肉炎) □脳炎 　□脳症 □脊髄炎

□上気道炎(←咽頭炎、咽頭痛、扁桃炎) □循環器障害(←心筋炎、心膜炎、心不全)

□下気道炎 （□肺炎　□気管支炎) □HUS 　□黄疸 □肝機能障害

□水疱 、□発疹(←丘疹、紅斑、バラ疹) □腎機能障害（血尿、乏尿、蛋白尿、多尿、腎不全）

□出血傾向（←紫斑病、出血熱）※全身性のもの □尿路生殖器症状(←膀胱炎、尿道炎、外陰炎、頸管炎)

□リンパ節腫脹 □その他の症状

□唾液腺腫脹(←耳下腺炎、顎下腺炎)

□ショック症状(←低血圧、循環不全)

国　名

基 礎 疾 患 □経過観察中 □軽快 □治癒 □死亡(原因　　　　　　　　　)

主治医から保健研究センターへの連絡事項

※ インフルエンザ迅速キット使用（□無 □有：メーカー名［　　　　　　　　　　　　　　　　　］：［□陰性 □陽性(□A □B □H1pdm ) □保留 ］

※ 抗インフルエンザ薬投与（ □無 □有 ： 薬剤名［　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　］

投与開始日：　　年　　月　　日［□予防投与 □治療投与］

【保健研究センター記載欄】
検出病原体
(群､型､亜型)

検出年月日

□分離培養( 　                                         ) 　　□遺伝子検出( 　                                         )

□抗原検出( 　                                         )

【その他の特記事項】

（（定定点点把把握握五五類類感感染染症症））※※急急性性呼呼吸吸器器感感染染症症をを除除くく

　発生状況

　臨床症状・
　徴候等

(基礎疾患除く)

下痢症状

□水様性
□泥状 □[      ]

□普通 □ｸﾘｰﾑ
□緑 □[      ]

　発 病 日 外来・入院の別

検
査
材
料

□ 感染性胃腸炎

ワクチン名
( □無　□不明 )

最終接種年月日 年　   　月       日ワクチン接種歴
※当該疾患に係るものについて
記載してください。

病
原
体
検
出

検出方法

( □無　□不明 )

転 　    帰

奈奈良良県県感感染染症症発発生生動動向向調調査査検検査査票票（（病病原原体体））

医療機関名及び
主治医等医師名

□小児科定点

□基幹定点　　□眼科定点

患
 

者

　診 断 名

男・女

最近の海外渡航歴 期　間 　     　年　　月　　日～　   年　　月　　日

 材料の種類

臨
 

床
 

的
 

事
 

項

□ 流行性耳下腺炎

−113−



別記様式2-2 保研セ番号 ：

【主治医記載欄】   ((該該当当すするるももののにに　　bb  又又はは○○ししてて下下ささいい)) （（定定点点把把握握五五類類感感染染症症））※※急急性性呼呼吸吸器器感感染染症症

定点
医療機関

氏名(カタカナ) ＩＤ等

　生 年 月 日  　　　　　　　年　　　月　　　日　　（　　　　　才　　　　ヶ月） 住 所
市・町・村

□ 診断名なし

□ 診断あり 有りの場合 □ インフルエンザ

□ 新型コロナウイルス感染症

□ その他

         　　　　　　　年　　　　　　月　　　　　　日 　　　　　外来　　・　　入院

　採 取 日          　　　　　　　年　　　　　　月　　　　　　日

□ 鼻咽頭ぬぐい液

□ 鼻腔ぬぐい液

□ 鼻汁（鼻水）

□ 鼻腔吸引液（希釈せず、吸引したものをスワブで採取）

□散発 □地域流行 □家族内発生　（ 無、  有 ）

□集団発生（□保育所  □幼稚園  □小学校  □中学校  □その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

□咳嗽 □発熱(最高　　　　℃)

□咽頭痛 □その他の症状

□呼吸困難

□鼻汁

□鼻閉

国　名

基 礎 疾 患 □経過観察中 □軽快 □治癒 □死亡(原因　　　　　　　　　)

主治医から保健研究センターへの連絡事項

※ インフルエンザ迅速キット使用（□無 □有：メーカー名［　　　　　　　　　　　　　　　　　］：［□陰性 □陽性(□A □B □H1pdm ) □保留 ］
※ 抗インフルエンザ薬投与（ □無 □有 ： 薬剤名［　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　］

投与開始日：　　年　　月　　日［□予防投与 □治療投与］

【保健研究センター記載欄】
検出病原体
(群､型､亜型)

検出年月日

□分離培養( 　                                         )　　□遺伝子検出( 　                                         )

□抗原検出( 　                                         )

【その他の特記事項】

病
原
体
検
出

検出方法

転 　    帰

最近の海外渡航歴
( □無　□不明 )

ワクチン接種歴
※当該疾患に係るものについて記
載してください。

期　間 　     　年　　月　　日～　   年　　月　　日

ワクチン名

( □無　□不明 )

最終接種年月日 年　   　月       日

　発 病 日 外来・入院の別

検
査
材
料

 材料の種類

臨
 

床
 

的
 

事
 

項

　発生状況

　臨床症状・
　徴候等

(基礎疾患除く)

奈奈良良県県感感染染症症発発生生動動向向調調査査（（急急性性呼呼吸吸器器感感染染症症））検検査査票票（（病病原原体体））

医療機関名及び
主治医等医師名

□急性呼吸器感染症（ARI）定点

患
 

者

男・女

　診 断 の有 無
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奈
良

県
感

染
症

発
生

動
向

調
査

企
画

委
員

会
及

び
同

小
委

員
会

設
置

要
領

第
１

趣
旨

こ
の

要
領

は
、

奈
良

県
感

染
症

発
生

動
向

調
査

事
業

実
施

要
綱

（
平

成
１

５
年

１
１

月
施

行
）

に
基

づ
き

、
奈

良
県

感
染

症
発

生
動

向
調

査
企

画
委

員
会

（
以

下
、

「
委

員
会

」
と

い

う
。

）
及

び
同

小
委

員
会

（
以

下
「

小
委

員
会

」
と

い
う

。
）

を
設

置
し

、
組

織
、

運
営

等

に
関

し
て

必
要

な
事

項
を

定
め

る
も

の
と

す
る

。

第
２

所
掌

事
務

委
員

会
は

、
感

染
症

発
生

動
向

調
査

に
必

要
な

情
報

を
、

小
委

員
会

等
よ

り
報

告
を

受
け

、

専
門

的
な

見
地

か
ら

分
析

を
行

い
、

そ
の

結
果

を
年

報
等

に
ま

と
め

、
県

等
へ

報
告

す
る

も

の
と

す
る

。

２
小

委
員

会
は

、
奈

良
県

感
染

症
情

報
セ

ン
タ

ー
（

以
下

「
県

セ
ン

タ
ー

」
と

い
う

。
）

よ

り
、

感
染

症
発

生
動

向
調

査
週

報
、

月
報

の
資

料
の

報
告

を
受

け
、

専
門

的
な

見
地

か
ら

分

析
を

行
い

、
コ

メ
ン

ト
等

を
添

え
て

県
セ

ン
タ

－
等

へ
提

供
す

る
も

の
と

す
る

。

第
３

組
織

委
員

委
員

会
及

び
小

委
員

会
は

、
次

に
掲

げ
る

関
係

者
を

も
っ

て
構

成
す

る
。

な
お

、
委

員
の

任
期

は
定

点
の

指
定

期
間

と
期

を
一

に
し

た
２

年
と

す
る

が
、

再
任

を
妨

げ
る

も
の

で
は

な

い
。

た
だ

し
、

補
欠

の
委

員
の

任
期

は
、

前
任

者
の

残
任

期
間

と
す

る
。

(
1
)

専
門

医
師

等
学

識
経

験
者

(
2
)

奈
良

県
医

師
会

代
表

者

(
3
)

本
庁

疾
病

対
策

課
、

保
健

研
究

セ
ン

タ
ー

及
び

保
健

所
の

代
表

者
（

事
務

局
委

員
と

い

う
。

）

第
４

委
員

会
及

び
小

委
員

会

委
員

会
は

、
必

要
に

応
じ

、
会

長
の

要
請

に
よ

り
、

奈
良

県
医

師
会

の
協

力
を

受
け

て
開

催
す

る
も

の
と

す
る

。

２
委

員
会

は
、

委
員

全
員

の
同

意
を

も
っ

て
決

す
る

も
の

と
す

る
。

た
だ

し
、

委
員

会
欠

席

者
に

つ
い

て
は

文
書

に
よ

る
意

思
決

定
も

有
効

と
す

る
。

３
委

員
会

に
は

必
要

に
応

じ
、

関
係

者
の

出
席

を
求

め
意

見
を

聴
く

こ
と

が
で

き
る

。

４
小

委
員

会
は

、
原

則
と

し
て

電
子

メ
－

ル
、

Ｆ
Ａ

Ｘ
、

電
話

等
に

よ
り

週
報

、
月

報
の

情

報
等

を
交

換
し

分
析

し
た

う
え

コ
メ

ン
ト

等
を

作
成

す
る

も
の

と
す

る
。

第
５

会
長

及
び

総
括

委
員

会
に

会
長

を
置

く
。

２
会

長
は

、
奈

良
県

医
師

会
の

代
表

者
を

も
っ

て
充

て
る

。

３
会

長
は

、
会

務
を

総
理

し
、

委
員

会
を

代
表

す
る

。

４
会

長
に

事
故

が
あ

る
と

き
、

又
は

会
長

が
欠

け
た

と
き

は
、

あ
ら

か
じ

め
会

長
が

指
名

す

る
委

員
が

そ
の

職
務

を
代

理
す

る
。

５
小

委
員

会
に

総
括

を
置

く
。

第
６

事
務

局

委
員

会
及

び
小

委
員

会
に

お
け

る
週

報
、

月
報

及
び

年
報

の
と

り
ま

と
め

に
つ

い
て

、
事

務
局

は
奈

良
県

保
健

研
究

セ
ン

タ
ー

に
置

く
。

第
７

そ
の

他

こ
の

要
領

に
定

め
る

も
の

の
ほ

か
、

必
要

な
事

項
は

委
員

会
が

別
に

定
め

る
。

附
則

こ
の

要
領

は
、

平
成

１
５

年
１

１
月

５
日

か
ら

施
行

す
る

。

こ
の

要
領

の
一

部
改

正
は

、
平

成
１

９
年

４
月

１
日

か
ら

施
行

す
る

。

こ
の

要
領

の
一

部
改

正
は

、
平

成
２

３
年

４
月

１
日

か
ら

施
行

す
る

。

こ
の

要
領

の
一

部
改

正
は

、
平

成
２

５
年

１
０

月
１

４
日

か
ら

施
行

す
る

。

こ
の

要
領

の
一

部
改

正
は

、
平

成
３

０
年

５
月

１
日

か
ら

施
行

す
る

。
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別
記
様
式
６
－
１

調
査

期
間

　
令

和
　

　
年

　
　

月
　

　
日

　
～

　
　

年
　

　
月

　
　

日
医
療
機
関
名
：
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

0
～
5

カ
月

6
～
11

カ
月

１
歳

1
0
～
1
4

1
5
～
1
9

2
0
歳

以
上

合
計

男
男

女
女

男
男

女
女

男
男

女
女

男
男

女
女

男
男

女
女

男
男

女
女

男
男

女
女

男
男

女
女

男
男

女
女

男
男

女
女

＊
感
染
性
胃
腸
炎
に
つ
い
て
は
、
原
因
の
如
何
に
関
わ
ら
ず
届
出
基
準
に
合
致
す
る
患
者
を
診
断
し
、
又
は
死
体
を
検
案
し
た
場
合
に
届
出
を
行
う
こ
と
。

　　
　　

感感
染染

症症
発発

生生
動動

向向
調調

査査
（（

小小
児児

科科
定定

点点
））

Ｒ
Ｓ
ウ
イ
ル
ス
感

染
症

Ｒ
Ｓ

ウ
イ

ル
ス

感
染
症

咽
頭
結
膜
熱

咽
頭
結
膜
熱

Ａ
群
溶
血
性
レ
ン

サ
球
菌
咽
頭
炎

Ａ
群

溶
血

性
レ

ン
サ
球
菌
咽
頭
炎

感
染
性
胃
腸
炎

＊
感

染
性

胃
腸

炎
＊

水
痘

水
痘

手
足
口
病

手
足
口
病

伝
染
性
紅
斑

伝
染
性
紅
斑

突
発
性
発
し
ん

突
発
性
発
し
ん

流
行
性
耳
下
腺
炎

流
行
性
耳
下
腺
炎

ヘ
ル
パ
ン
ギ
ー
ナ

ヘ
ル
パ
ン
ギ
ー
ナ

週
報
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別
記
様
式
６
－
２

調
査

期
間

　
令

和
　

　
年

　
　

月
　

　
日

　
～

　
　

年
　

　
月

　
　

日
医
療
機
関
名
：
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

0
～
5

カ
月

6
～
1
1
カ

月
1
歳

1
0
～
1
4

1
5
～
1
9

2
0
～
2
9

3
0
～
3
9

4
0
～
4
9

5
0
～
5
9

6
0
～
6
9

7
0
～
7
9

8
0
歳

以
上

合
計

男 女 男 女

　　
　　

感感
染染

症症
発発

生生
動動

向向
調調

査査
（（

イイ
ンン

フフ
ルル

エエ
ンン

ザザ
／／

CC
OO
VV
II
DD
--
11
99
定定

点点
））

イ
ン

フ
ル

エ
ン

ザ
（

鳥
イ

ン
フ

ル
エ

ン
ザ

及
び

新
型

イ
ン

フ
ル

エ
ン

ザ
等

感
染

症
を

除
く

。
）

新
型

コ
ロ

ナ
ウ

イ
ル

ス
感

染
症

（
病

原
体

が
ベ

ー
タ

コ
ロ

ナ
ウ

イ
ル

ス
属

の
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

（
令

和
二

年
一

月
に

、
中

華
人

民
共

和
国

か
ら

世
界

保
健

機
関

に
対

し
て

、
人

に
伝

染
す

る
能

力
を

有
す

る
こ

と
が

新
た

に
報

告
さ

れ
た

も
の

に
限

る
。

）
で

あ
る

も
の

に
限

る
。

）

週
報
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別
記

様
式

６
－

２
（
２

）

イイ
ンン

フフ
ルル

エエ
ンン

ザザ
にに

よよ
るる

入入
院院

患患
者者

がが
いい

なな
いい

場場
合合

でで
もも

、、
００

報報
告告

でで
ああ

げげ
てて

くく
だだ

ささ
いい

。。

調
査

期
間

　
　

令
和

　
　

　
年

　
　

　
月

　
　

　
日

～
　

　
　

年
　

　
　

月
　

　
　

日
医

療
機

関
名

ＩＣ
Ｕ

入
室

人
工

呼
吸

器
の

利
用

頭
部

C
T
検

査
（
予

定
含

む
）

頭
部

M
R

I検
査

（
予

定
含

む
）

脳
波

検
査

（
予

定
含

む
）

い
ず

れ
に

も
該

当
せ

ず

1
男

  
・
　

女

2
男

  
・
　

女

3
男

  
・
　

女

4
男

  
・
　

女

5
男

  
・
　

女

6
男

  
・
　

女

7
男

  
・
　

女

8
男

  
・
　

女

9
男

  
・
　

女

1
0

男
  
・
　

女

1
1

男
  
・
　

女

1
2

男
  
・
　

女

1
3

男
  
・
　

女

1
4

男
  
・
　

女

1
5

男
  
・
　

女

＜
記

載
上

の
留

意
＞

○
イ

ン
フ

ル
エ

ン
ザ

に
罹

患
し

、
入

院
し

た
患

者
（
院

内
感

染
を

含
む

）
を

報
告

し
て

く
だ

さ
い

○
入

院
時

の
患

者
対

応
に

つ
い

て
は

、
該

当
す

る
項

目
欄

の
全

て
に

○
を

記
入

し
て

く
だ

さ
い

感
染

症
発

生
動

向
調

査
（
基

幹
定

点
）

（（
イイ

ンン
フフ

ルル
エエ

ンン
ザザ

にに
よよ

るる
入入

院院
患患

者者
のの

報報
告告

））

ＩＤ
番

号
性

別
年

齢
（
０

歳
は

月
齢

）

入
院

時
の

対
応

備
考週

報
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別
記

様
式

６
－

２
（
２

）

イイ
ンン

フフ
ルル

エエ
ンン

ザザ
にに

よよ
るる

入入
院院

患患
者者

がが
いい

なな
いい

場場
合合

でで
もも

、、
００

報報
告告

でで
ああ

げげ
てて

くく
だだ

ささ
いい

。。

調
査

期
間

　
　

令
和

　
　

　
年

　
　

　
月

　
　

　
日

～
　

　
　

年
　

　
　

月
　

　
　

日
医

療
機

関
名

ＩＣ
Ｕ

入
室

人
工

呼
吸

器
の

利
用

頭
部

C
T
検

査
（
予

定
含

む
）

頭
部

M
R

I検
査

（
予

定
含

む
）

脳
波

検
査

（
予

定
含

む
）

い
ず

れ
に

も
該

当
せ

ず

1
男

  
・
　

女

2
男

  
・
　

女

3
男

  
・
　

女

4
男

  
・
　

女

5
男

  
・
　

女

6
男

  
・
　

女

7
男

  
・
　

女

8
男

  
・
　

女

9
男

  
・
　

女

1
0

男
  
・
　

女

1
1

男
  
・
　

女

1
2

男
  
・
　

女

1
3

男
  
・
　

女

1
4

男
  
・
　

女

1
5

男
  
・
　

女

＜
記

載
上

の
留

意
＞

○
イ

ン
フ

ル
エ

ン
ザ

に
罹

患
し

、
入

院
し

た
患

者
（
院

内
感

染
を

含
む

）
を

報
告

し
て

く
だ

さ
い

○
入

院
時

の
患

者
対

応
に

つ
い

て
は

、
該

当
す

る
項

目
欄

の
全

て
に

○
を

記
入

し
て

く
だ

さ
い

感
染

症
発

生
動

向
調

査
（
基

幹
定

点
）

（（
イイ

ンン
フフ

ルル
エエ

ンン
ザザ

にに
よよ

るる
入入

院院
患患

者者
のの

報報
告告

））

ＩＤ
番

号
性

別
年

齢
（
０

歳
は

月
齢

）

入
院

時
の

対
応

備
考週

報

別
記

様
式

６
－

２
（
３

）

CC
OO

VV
IIDD

--
11
99
にに

よよ
るる

入入
院院

患患
者者

がが
いい

なな
いい

場場
合合

でで
もも

、、
００

報報
告告

でで
ああ

げげ
てて

くく
だだ

ささ
いい

。。

調
査

期
間

　
　

令
和

　
　

　
年

　
　

　
月

　
　

　
日

～
　

　
　

年
　

　
　

月
　

　
　

日
医

療
機

関
名

ＩＣ
Ｕ

入
室

人
工

呼
吸

器
の

利
用

い
ず

れ
に

も
該

当
せ

ず

1
男

  
・
　

女

2
男

  
・
　

女

3
男

  
・
　

女

4
男

  
・
　

女

5
男

  
・
　

女

6
男

  
・
　

女

7
男

  
・
　

女

8
男

  
・
　

女

9
男

  
・
　

女

1
0

男
  
・
　

女

1
1

男
  
・
　

女

1
2

男
  
・
　

女

1
3

男
  
・
　

女

1
4

男
  
・
　

女

1
5

男
  
・
　

女

＜
記

載
上

の
留

意
＞

○
C

O
V

ID
ｰ

1
9
と

診
断

し
た

患
者

の
う

ち
、

新
規

に
入

院
を

し
た

患
者

(院
内

感
染

を
含

む
)を

報
告

し
て

く
だ

さ
い

○
入

院
時

の
患

者
対

応
に

つ
い

て
は

､該
当

す
る

項
目

欄
の

全
て

に
○

を
記

入
し

て
く
だ

さ
い

〇
IC

U
入

室
と

は
、

「
特

定
集

中
治

療
管

理
料

」
「
救

命
救

急
入

院
料

」
を

算
定

し
た

場
合

に
限

る

〇
人

工
呼

吸
器

の
利

用
と

は
、

気
管

挿
管

に
よ

る
人

工
呼

吸
器

の
利

用
、

ま
た

は
E
C

M
O

を
使

用
し

た
場

合
に

限
る

感
染

症
発

生
動

向
調

査
（
基

幹
定

点
）

（（
CC

OO
VV

IIDD
--
11
99
にに

よよ
るる

入入
院院

患患
者者

のの
報報

告告
））

ＩＤ
番

号
性

別
年

齢
（
０

歳
は

月
齢

）

入
院

時
の

対
応

備
考週

報
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別
記
様
式
６
－
３

調
査

期
間

　
令

和
　

　
年

　
　

月
　

　
日

　
～

　
　

年
　

　
月

　
　

日
医
療
機
関
名
：
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

0
～
5

カ
月

6
～
1
1

カ
月

1
歳

1
0
～
1
4

1
5
～
1
9

2
0
～
2
9

3
0
～
3
9

4
0
～
4
9

5
0
～
5
9

6
0
～
6
9

7
0
歳

以
上

合
計

男 女 男 女

　　
感感

染染
症症

発発
生生

動動
向向

調調
査査

（（
眼眼

科科
定定

点点
））

急
性
出
血
性
結

膜
炎

流
行
性
角
結
膜

炎

週
報
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別
記
様
式
６
－
３

調
査

期
間

　
令

和
　

　
年

　
　

月
　

　
日

　
～

　
　

年
　

　
月

　
　

日
医
療
機
関
名
：
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

0
～
5

カ
月

6
～
1
1

カ
月

1
歳

1
0
～
1
4

1
5
～
1
9

2
0
～
2
9

3
0
～
3
9

4
0
～
4
9

5
0
～
5
9

6
0
～
6
9

7
0
歳

以
上

合
計

男 女 男 女

　　
感感

染染
症症

発発
生生

動動
向向

調調
査査

（（
眼眼

科科
定定

点点
））

急
性
出
血
性
結

膜
炎

流
行
性
角
結
膜

炎

週
報

別
記
様
式
６
－
４

調
査

期
間

　
令

和
　

　
年

　
　

月
　

　
日

　
～

　
　

年
　

　
月
　
　
日

医
療
機
関
名
：
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

0
歳

1
～
4

5
～
9

1
0
～
1
4

1
5
～
1
9

2
0
～
2
4

2
5
～
2
9

3
0
～
3
4

3
5
～
3
9

4
0
～
4
4

4
5
～
4
9

5
0
～
5
4

5
5
～
5
9

6
0
～
6
4

6
5
～
6
9

7
0
歳

以
上

合
計

男 女 男 女 男 女 男 女

尖
圭
コ
ン
ジ
ロ
ー
マ

淋
菌
感
染
症

　　
　　

感感
染染

症症
発発

生生
動動

向向
調調

査査
（（

ＳＳ
ＴＴ

ＤＤ
定定

点点
））

性
器
ク
ラ
ミ
ジ
ア
感
染

症 性
器
ヘ
ル
ペ
ス
ウ
イ
ル

ス
感
染
症

月
報
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別
記
様
式
６
－
５

調
査
期
間
　
令
和
　
　
年
　
　
月
　
　
日
　
～
　
　
年

　
　

月
　

　
日

医
療
機
関
名
：
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

年
齢

（
0
歳
は
月
齢
）

左
記

の
結

果
を

得
た

病
原

体
検

査
方

法
＊

＊

1
 
 
2
　

3
　

4
　

5

1
 
 
2
　

3
　

4
　

5

1
 
 
2
　

3
　

4
　

5

1
 
 
2
　

3
　

4
　

5

1
 
 
2
　

3
　

4
　

5

1
 
 
2
　

3
　

4
　

5

1
 
 
2
　

3
　

4
　

5

1
 
 
2
　

3
　

4
　

5

1
 
 
2
　

3
　

4
　

5

1
 
 
2
　

3
　

4
　

5

　

　　
　　

感感
染染

症症
発発

生生
動動

向向
調調

査査
（（

基基
幹幹

定定
点点

））

Ｉ
Ｄ

番
号

性
疾

　
病

　
名

＊
病

原
体

名
称

（
検

査
結

果
）

病
原

体
検

査

検
体

名

週
報

＊
＊
病
原
体
検
査
方
法

：
分
離
・
同
定

：
抗
原
検
出

：
核
酸
検
出
（P
CR
・
LA
M
P等

）

：
塗
抹
検
鏡

：
電
顕

：
抗
体
検
出

：
そ
の
他

＜
記
載
上
の
注
意
＞

・
細細
菌菌
性性
髄髄
膜膜
炎炎
おお
よよ
びび
無無
菌菌
性性
髄髄
膜膜
炎炎

：
病
原
体
が
判
明
し
て
い
る
場
合
は
、
そ
の
病
原
体
名

複
数
検
出
さ
れ
た
場
合
は
、
主
要
な
も
の

一
種
の
み
記
載

、
そ
の
結
果
を
得
た
病
原
体
検
査
方
法
（
複
数
の
場
合
は
、

最
も
根
拠
と
な
っ
た
方
法
一
つ
を
選
択
）
及
び
そ
の
検
体
名
を
記
載
。
病
原
体
が
判
明
し
て
い
な
い
場
合
は
、
病
原
体
名
称
欄
に
“
検
出
せ
ず
”
と
記
載
し
て
く
だ
さ
い

病
原
体
検
査
欄
の
記
載
は
不
要

。

・
ママ

イイ
ココ
ププ
ララ
ズズ
ママ
肺肺
炎炎

：
病
原
体
検
査
診
断
が
必
須
。
病
原
体
名
称
欄
に

と
記

載
の
上
、
病
原
体
検
査
方
法
（

1、
2
、

3、
6
、

7の
い
ず
れ
か
。
複
数
の
場
合
は
主
要
な
一
つ
を
選
択
）
及
び
そ
の
検

体
名
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

・
クク
ララ
ミミ
ジジ
アア
肺肺
炎炎

：
病
原
体
検
査
診
断
が
必
須
。
病
原
体
名
称
欄
に

、
を
記
載
の
上
、
病
原
体
検
査
方
法
（

、
、

、
、

の
い
ず
れ
か
。
複
数
の
場
合
は
主
要
な
一
つ
を
選

択
）
及
び
そ
の
検
体
名
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

・・
感感
染染
性性
胃胃
腸腸
炎炎
（（
病病
原原
体体
がが
ロロ
タタ
ウウ
イイ
ルル
スス
でで
ああ
るる
もも
のの
にに
限限
るる
。。
））

：
病
原
体
検
査
診
断
が
必
須
。
病
原
体
名
称
欄
に
ロ
タ
ウ
イ
ル
ス
と
記
載
の
上
、
病
原
体
検
査
方
法
（

、
、

、
の
い
ず
れ
か
。
複
数
の
場

合
は
主
要
な
一
つ
を
選
択
）
及
び
そ
の
検
体
名
を
記
載
し
て
下
さ
い
。

※
基
幹
定
点
と
し
て
指
定
さ
れ
て
い
る
医
療
機
関
が
小
児
科
定
点
と
し
て
指
定
さ
れ
て
い
る
場
合
、
感
染
性
胃
腸
炎
の
届
出
も
行
う
こ
と
。

＊
疾
病
名

：
細
菌

性
髄
膜

炎
（
髄

膜
炎
菌

、
肺
炎

球
菌

、
イ

ン
フ
ル

エ
ン
ザ

菌
を
原

因
と

し
て

同
定

さ
れ
た

場
合
を

除
く
。

）
：
無
菌
性
髄
膜
炎
（
真
菌
、
結
核
菌
、
マ
イ
コ
プ
ラ
ズ
マ
、
リ
ケ
ッ
チ
ア
、
ク
ラ
ミ
ジ
ア
、
原
虫
を
含
む
）

：
マ
イ
コ
プ
ラ
ズ
マ
肺
炎

：
ク
ラ
ミ
ジ
ア
肺
炎
（
全
数
届
出
疾
患
の
オ
ウ
ム
病
を
除
く
）

：
感
染

性
胃
腸
炎
（
病
原
体
が
ロ
タ
ウ
イ
ル
ス
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
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別
記
様
式
６
－
６

　
調

査
期

間
　

令
和

　
　

年
　

　
月

　
　

日
　

～
　

　
年

　
　

月
　

　
日

医
療
機
関
名
：
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

年
齢

（
0
歳

は
月

齢
）

１
　

　
２

　
　

３

１
　

　
２

　
　

３

１
　

　
２

　
　

３

１
　

　
２

　
　

３

１
　

　
２

　
　

３

１
　

　
２

　
　

３

１
　

　
２

　
　

３

１
　

　
２

　
　

３

１
　

　
２

　
　

３

１
　

　
２

　
　

３

　　
　　

感感
染染

症症
発発

生生
動動

向向
調調

査査
（（

基基
幹幹

定定
点点

））

I
D
番

号
性

疾
　

病
　

名
＊

検
体

採
取

部
位

＊
＊

月
報

月
報

＊
疾
病

名
（
番

号
を
○
で
囲
む

）
１

：
メ
チ

シ
リ

ン
耐

性
黄

色
ブ
ド

ウ
球
菌

感
染

症
２

：
ペ
ニ

シ
リ

ン
耐

性
肺

炎
球
菌

感
染
症

３
：

薬
剤

耐
性

緑
膿

菌
感

染
症

＊
＊

検
体
採

取
部

位
複

数
部
位

か
ら

検
出

さ
れ

た
場
合

は
、

最
も

重
要

と
考

え
ら

れ
る

１
か
所

の
み
を

記
載

。
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別記様式６－７

報告日　令和　　年　　月　　日

医療機関名：  　　　　                      担当医師：　　　　　　　　　　

連絡先：　　　　　　　　　　　　　　　　　

以下の項目１～３をすべて満たすものとする。

1

2

3

備考

年齢 歳 ヶ月

性別 男 女

　　感感染染症症発発生生動動向向調調査査（（疑疑似似症症定定点点））

感染症を疑わせるような症状
（該当するものに○、その他は具体的に記載）
　(1)　発　　　　　熱
　(2)　　呼吸器症状
　(3)　発　　し　　ん
　(4)　消化器症状
　(5)　神 経 症 状
　(6)　そ　の　他　（　　　　　　　　　　　　　　　）

医師が一般に認められている医学的知見に基づき
集中治療その他これに準ずるものが必要と判断
　・特記事項
　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

医師が一般に認められている医学的知見に基づき
直ちに特定の感染症と診断することができないと判
断
　・特記事項
　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

項　目

この届出は疑似症と判断した際直ちに行ってください
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別記様式６－７

報告日　令和　　年　　月　　日

医療機関名：  　　　　                      担当医師：　　　　　　　　　　

連絡先：　　　　　　　　　　　　　　　　　

以下の項目１～３をすべて満たすものとする。

1

2

3

備考

年齢 歳 ヶ月

性別 男 女

　　感感染染症症発発生生動動向向調調査査（（疑疑似似症症定定点点））

感染症を疑わせるような症状
（該当するものに○、その他は具体的に記載）
　(1)　発　　　　　熱
　(2)　　呼吸器症状
　(3)　発　　し　　ん
　(4)　消化器症状
　(5)　神 経 症 状
　(6)　そ　の　他　（　　　　　　　　　　　　　　　）

医師が一般に認められている医学的知見に基づき
集中治療その他これに準ずるものが必要と判断
　・特記事項
　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

医師が一般に認められている医学的知見に基づき
直ちに特定の感染症と診断することができないと判
断
　・特記事項
　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

項　目

この届出は疑似症と判断した際直ちに行ってください
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